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────────────────────────────── 

午前９時05分開議 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの出席議員数は１２人です。定足数に達しておりま

す。直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第２５号 

○議長（安永 友行君）  日程第１、議案第２５号令和３年度吉賀町国民健康保険事業特別会計予

算を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  改めて、おはようございます。本日もどうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第２５号令和３年度吉賀町国民健康保険事業特別会計予算であります。 

 令和３年度吉賀町国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、１条、歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ７億５,６３６万５,０００円と定

める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 歳出予算の流用、第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各

項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上した予算に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの
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経費の各項間の流用。 

 令和３年３月５日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １ページ、第１表の歳入歳出予算でございます。 

 まず、歳入でございます。 

 款１国民健康保険税、項１国民健康保険税９,８９１万５,０００円、款２使用料及び手数料、

項１手数料６万７,０００円、款３国庫支出金、項１国庫負担金３８７万１,０００円、２国庫補

助金１,０００円、款４療養給付費等交付金、項１療養給付費等交付金１,０００円、款６県支出

金、項１県負担金・補助金５億６,６９２万５,０００円、款７財産収入、項１財産運用収入

６,０００円、款８繰入金、項１他会計繰入金８,６４７万１,０００円、款９繰越金、項１繰越

金１,０００円、款１０諸収入、項１延滞金加算金及び過料３,０００円、２雑入１０万

４,０００円、これに伴います歳入合計７億５,６３６万５,０００円でございます。 

 ２ページは歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費３,３７０万８,０００円、２徴税費２４万９,０００円、３運営

協議会費１９万７,０００円、款２保険給付費、項１療養諸費４億８,１７６万３,０００円、

２高額療養費７,２６２万２,０００円、３移送費２,０００円、４出産育児諸費１６８万円、

５葬祭諸費４５万円、款３国民健康保険事業費納付金、項１医療給付費分１億５８３万

２,０００円、２後期高齢者支援金等分３,４３４万６,０００円、３介護納付金分８７７万

８,０００円、款７共同事業拠出金、項１共同事業拠出金３,０００円、款８保健事業費、項１保

健事業費４１６万６,０００円、２特定健康診査等事業費７４６万９,０００円、款９基金積立金、

項１基金積立金６,０００円、款１０諸支出金、項１償還金及び還付加算金５０万５,０００円、

款１１予備費、項１予備費４５８万９,０００円、これに伴います歳出合計７億５,６３６万

５,０００円でございます。 

 ３ページの事項別明細書以降につきましては、所管いたします保健福祉課長が御説明申し上げ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  おはようございます。 

 それでは、議案第２５号令和３年度吉賀町国民健康保険事業の特別会計予算の詳細説明をさせ

ていただきます。 

 予算書の１０ページをお開きいただきたいと思います。 

 歳出からでございます。 

 総務費、総務管理費の一般管理費でございます。こちらにつきましては、前年度との比較で

９６７万７,０００円の減額予算となっております。 
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 こちらにつきましては、担当職員の人件費分と一般管理事務費のほうを計上させていただいて

おるところでございます。 

 ００２の一般管理事務費でございますけれども、国保被保険者の資格関係のチェックのための

会計年度任用職員の報酬分を計上させていただいております。 

 それから、印刷製本費といたしましては、保険証でありますとか、各種通知類の印刷分につい

て２５万４,０００円でございます。 

 それから、主だった一番大きなものといたしましては、システムの保守委託料でございまして、

こちらにつきましては、今年の１月から稼働を開始しました市町村の国保に関します標準システ

ム、こちらのほうのサポート業務の５８３万５,０００円を計上させていただいておるものでご

ざいます。 

 それと、その下のシステム改修委託料といたしましては、国保分につきましても令和３年度の

法改正がございますので、そちらに対応するためのシステム改修委託料ということで、８５万

８,０００円を計上させていただいておるものでございます。 

 そういったところで、９６７万７,０００円減額分につきましては、標準システムの開発が令

和２年度にございましたので、それが完了したところからこちらの減額内容となっておるもので

ございます。 

 その下の国保連合会負担金、こちらにつきましても６,２９３万９,０００円減額となっており

ますが、同様に昨年──令和２年度につきましては開発費の負担金がございましたので、その部

分がなくなったというようなところから、国保連合会への負担金といたしましては９０４万

６,０００円というものになっております。こちらも標準システムの運用支援に関する負担金を

計上させていただいておるものでございます。 

 続いて、１１ページのほうをお願いをいたします。 

 総務費の徴税費と運営協議会費、こちらの部分につきましては昨年と比べてほぼほぼ同額の内

容での計上をさせていただいておるものでございます。 

 続きまして、一番下の所にあります保険給付費の療養諸費でございます。こちらにつきまして

は、療養費全体でマイナスの４,５９４万６,０００円となっております。 

 主なものといたしまして、１１ページの目の一般被保険者療養給付費、こちらのほうを

４,６９０万６,０００円減額をさせていただいております。各療養費とも令和２年度の中途まで

の各月の実績等々をもとにいたしまして算定をさせていただいておりますが、令和２年度分につ

いては、連合会資料等々をもとに推計いたしますと、やはりコロナ禍の影響によります受診控え

等々の影響によりまして、医療費については減額の傾向を示しておりますので、この傾向につき

ましては令和３年度においても同様に推移するだろというようなところから、このような内容で
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保険給付費の療養諸費につきましては計上させていただいておるものでございます。 

 続きまして、１２ページを御覧をいただきたいと思います。 

 保険給付費の高額療養費でございます。こちらにつきましても一般被保険者の高額療養費

１,０６５万１,０００円減額をさせていただいております。先ほど申し上げました療養給付費の

部分、減額がございますので、それに比例する形で高額分についても減額が見込まれるだろうと

いうようなもので、こちらのほうの金額を計上させていただいておるものでございます。 

 それから、１３ページのほうに移っていただきまして、主だったものとしては、中段から下に

かけまして、出産育児一時金、それから葬祭費でございますが、こちらにつきましては、令和

２年度と同様の金額を計上させていただいておりまして、出産育児一時金については４名分、葬

祭費については１５名分を計上させていただいておるものでございます。 

 それから、１４ページでございますけれども、国民健康保険事業の納付金でございます。平成

３０年度から島根県への納付金が発生をしておりまして、こちらにつきましては令和３年度の県

が示してまいりました納付金にあります医療分、それから後期高齢者の支援金分、それから介護

納付金分、この三つにつきまして標準保険料の算定資料等々をもとにいたしまして、県が示して

まいりました数字を計上させていただいておるものでございます。 

 医療費分については、やはりコロナ禍の影響等々いうことがあろうかと思いますが、昨年と比

較して４８９万７,０００円を減額いたしました１億５８３万２,０００円となっております。後

期分についても減額の３,４３４万６,０００円、介護納付金分につきましては１７７万

８,０００円減額の８７７万８,０００円というものでございます。基本的に令和３年度に納付分、

いわゆる吉賀町の保険者分の負担につきましては、この金額を納めましたら追加の負担は発生し

ないということとなっております。 

 それから、１５ページをお開きをいただきたいと思います。 

 保健事業についてでございます。被保険者の方々の特定健診事業費などに必要な経費を充てさ

せていただいておるものでございまして、その中で保健事業費の特定健康診査等事業費につきま

しては、昨年と比較いたしまして１１４万円増額をさせていただいておるものでございます。 

 その中で特筆すべきものといいますのが、施政方針の中にも触れさせていただきました特定健

診の自己負担分でございます。こちらのほうにつきまして、従来、被保険者の方々からは

１,０００円の自己負担分を徴収させていただいておりましたけれども、今後の健診受診率の向

上等々というようなところ、受診を積極的にしていただくというようなところから、今年度受診

を目標といたしております６１２人の方々の自己負担分について、こちらにつきまして全額国保

のほうで負担をさせていただいて、受診率の向上につなげていこうというところでございます。

この部分についての予算ということで、特定健診負担金の６１万５,０００円を計上しておるも
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のでございます。 

 健診率につきましては、昨年度もですが、令和２年度分、まだ１月末の状況ですけれども、こ

ちらにつきましても確定はしておりませんけれども、５０％を超えておるというところで、今現

在、県内の保健所の中では一番上位の受診率になっているというところでございますので、令和

３年度、こういったものもさらに導入いたしまして、目標受診率であります５６％の達成を図っ

てまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 それから、１６ページにつきましては、基金積立金、基金の利息分の積立てと、あとは各種保

険税の還付金等々、必要なものを計上させていただいておるものでございます。 

 歳出については、以上でございます。 

 続いて、歳入でございます。 

 ５ページをお開きいただきたいと思います。 

 国民健康保険税の一般被保険者国民健康保険税、こちらにつきましては、対前年度比較マイナ

スの１,２３２万６,０００円でございます。こちらにつきましては、やはり被保険者の人数の減

少というものもございますけれども、コロナ禍によります収入の減少分があるのではないかとい

うようなところから、収入減少分、そちらのほうを見込ませていただきまして、昨年度と比較い

たしまして１,２３２万６,０００円減額をさせていただいておるものでございます。 

 それから、６ページでございますけれども、国、それから支払基金、それから県等々の負担

金・補助金等々の項目でございます。 

 まず、国庫支出金の国庫負担金の特定健診等の負担金につきましては、先ほど説明させていた

だきました特定健診費用のうちの国の負担分３８７万円を計上しておるものでございます。 

 それから、一番下の県支出金でございますけれども、先ほど歳出のほうで保険給付費の説明を

させていただきましたけれども、保険給付費分に係る部分が県から交付金ということで交付され

てまいりますので、そちらの金額、一般被保険者分で５億５,４０８万５,０００円と退職分の

３０万２,０００円を計上させていただいておるものでございます。 

 それから、７ページのところにつきましては、県から交付されてまいります保険者の努力支援

分と、それから県からの２号分の繰入金分、それから特定健診の県の負担金分ということで、そ

れぞれ２４１万１,０００円、それから７７１万９,０００円、２４０万８,０００円を計上させ

ていただいておるものでございます。とりわけ、健診受診率の目標達成等々というようなところ

から、そういった部分も考慮されておりまして、県からの繰入金につきましては、こちらの金額

が見込まれるというようなところから計上させていただいておるものでございます。 

 それから、７ページ、中段から下のところで他会計繰入金の一般会計からの繰入金でございま

す。保険料軽減等々あるいは保険者支援分の基盤安定のための繰入金が３,８２８万円、それか
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ら人件費分といたしましては、職員の給与費ということで３,４０２万９,０００円、それから出

産育児一時金の一般会計負担分、こちらが３分の２ほどの繰入金額ということになってまいりま

す。それから、財政安定化支援事業ということで保険者の責任ではない部分についての財政への

影響分ということで１,１６８万１,０００円、それから、県の地方単独事業であります福祉医療

の国保に与える影響分の緩和ということで１３６万円をそれぞれ見込んでおるものでございます。 

 ８ページ以降につきましては、繰越金、諸収入のところでございまして、こちらにつきまして

主だったものといたしましては、交通事故等々を想定した場合の第三者納付金の１０万円を計上

しておるものでございます。 

 以上が令和３年度の国保の特別会計予算の詳細でございます。御審議のほうよろしくお願いい

たします。 

○議長（安永 友行君）  提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。１１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  歳入で５ページで、国民健康保険税に上がっておりますが、県

における標準保険料率についての協議の状況について、分かりましたら、分からなければ次でい

いです。 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  お答えをいたします。 

 標準保険料率協議の状況、今後の保険料の統一に向けてというようなところの部分でございま

すけれども、まだ当初平成３０年度のところで導入していただいたころに激変緩和措置が完了す

るところを目途として、保険料については一元化を図っていきたいというような状況でございま

したけれども、まだ具体的に保険料一元化の時期等々については、県の今後の運営方針の協議の

中で明確にはされてきておりません。その辺のところで、今しばらくは現状の状況、いわゆる各

保険者ごとに統一されない状況でここ数年は推移をしていくものではないかというふうに思って

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  それでは、質疑がないようですので、日程第１、議案第２５号令和３年

度吉賀町国民健康保険事業特別会計予算の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第２６号 

○議長（安永 友行君）  引き続き、日程第２、議案第２６号令和３年度吉賀町後期高齢者医療保
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険事業特別会計予算を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第２６号令和３年度吉賀町後期高齢者医療保

険事業特別会計予算であります。 

 令和３年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億６,４７１万８,０００円

と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 令和３年３月５日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 めくっていただきまして、第１表歳入歳出予算のまず歳入でございます。 

 款１後期高齢者医療保険料、項１後期高齢者医療保険料６,３２９万円、款２使用料及び手数

料、項１手数料１万１,０００円、款４繰入金、項１一般会計繰入金２億４２万５,０００円、款

５繰越金、項１繰越金１,０００円、款６諸収入、項１延滞金加算金及び過料３,０００円、２償

還金及び還付加算金１４万２,０００円、５雑入８４万６,０００円、これに伴います歳入合計は

２億６,４７１万８,０００円でございます。 

 ２ページは歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費２６９万７,０００円、款２後期高齢者医療広域連合納付金、項

１後期高齢者医療広域連合納付金２億６,１８７万９,０００円、款３諸支出金、項１償還金及び

還付加算金１４万２,０００円、これに伴います歳出合計２億６,４７１万８,０００円でござい

ます。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします保健福祉課長が御説明申し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  失礼いたします。 

 それでは、議案第２６号令和３年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計予算の詳細説明を

させていただきます。 

 歳出の予算の８ページを御覧をいただきたいと思います。 

 まず、総務費の総務管理費の一般管理費でございます。前年度と比較いたしまして１６万

７,０００円の増額となっております。後期高齢者事業会計を行う上での一般管理事務費に必要

な部分を計上させていただいておるものでございます。 

 その中で、健康診査事業費につきましては、検診委託料ということで、医療機関分と集団検診

分というところで１００人分の検診委託料のほうを予算化をさせていただいております。こちら
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のほうが６５万４,０００円でございます。併せまして、人間ドックのほうでございますけれど

も、こちらにつきましても人間ドック受診の助成分といたしまして２６人分、それから脳ドック

分につきましては１４人分ということで、令和２年度と比較をいたしまして１５人分増額させて

いただいております。こちらのほうが１１３万円を計上させていただいておるものでございます。 

 それから、後期高齢者医療の広域連合への納付金、こちらにつきましては令和３年度分といた

しまして、広域連合のほうから算定された資料に基づきまして計上させていただいておるもので

ございます。 

 納付金については四つから成り立っておりまして、まず保険料分といたしまして、こちらが

６,３２８万９,０００円、それから広域連合の基盤安定のための負担金といたしまして

５,２１７万９,０００円、それから広域連合の事務費の負担金といたしまして７４１万

３,０００円、それから一番大きいものといたしまして医療の療養給付費分の負担金、こちらの

ほうが１億３,８９９万円、以上からなりますものが２億６,１８７万９,０００円でございまし

て、こちらのほうにつきましては昨年との比較で１,８１３万７,０００円ほど増額をしておるも

のでございます。 

 それから、９ページのほうといたしましては、諸支出金の償還金及び還付加算金で、保険料等

の還付金でございますが、過年度分の返還ということで１４万１,０００円を計上しておるもの

でございます。 

 続きまして、歳入のほうでございます。 

 ５ページをお開きいただきたいと思います。 

 後期高齢者医療の保険料でございます。こちらにつきましても広域連合のほうから示されまし

た資料をもとに計上させていただいております。徴収方法、特別徴収と普通徴収がございまして、

特別徴収のほうで５,３７７万３,０００円、普通徴収のほうで９４８万９,０００円と、滞納分

ということで２万８,０００円でございまして、こちらにつきましては１１５万１,０００円の増

となっております。こちらのほうと、増額といたしまして、昨年度、保険料率の改定が行われて

おりますので、その影響というようなところと、年金分については恐らくコロナ禍の影響はない

というようなところから、昨年よりも若干増額した金額となっておるところでございます。 

 それから、下のほうにまいりまして、一般会計からの繰入金についてでございます。先ほど説

明させていただきました事務費部分の繰入金に始まりまして、基盤安定のための町の負担金分が

５,２１８万円でございます。それから広域連合への事務費の繰出分ということで７４１万

４,０００円、それから療養給付費の負担金ということで１億３,８９９万１,０００円それぞれ

計上させていただいておるものでございます。 

 それから、６ページのほうに移らさせていただきまして、諸収入、雑入、雑入のところで
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８４万４,０００円を計上させていただいております。こちらにつきましては、先ほど歳出のほ

うで説明をさせていただきました被保険者の方々の集団検診や医療機関での検診に必要な費用分

につきまして、広域連合のほうが負担する金額のほう、同額を計上させていただいておるもので

ございます。 

 以上が詳細説明でございます。御審議のほう、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第２、議案第２６号令和３年度吉賀町後

期高齢者医療保険事業特別会計予算の質疑は保留をして、次に行きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第２７号 

○議長（安永 友行君）  日程第３、議案第２７号令和３年度吉賀町介護保険事業特別会計予算を

議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第２７号令和３年度吉賀町介護保険事業特別会計予算

であります。 

 令和３年度吉賀町介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２億２,６３４万

１,０００円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 歳出予算の流用、第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各

項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上した予算に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの

経費の各項間の流用。 

 令和３年３月５日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １ページ、第１表歳入歳出予算を御覧ください。 

 まず、歳入でございます。款１保険料、項１介護保険料１億８,０１８万６,０００円、款２使

用料及び手数料、項１手数料１万１,０００円、款３国庫支出金、項１国庫負担金１億

８,５９５万７,０００円、２国庫補助金１億５,０４７万円、款４支払基金交付金、項１支払基

金交付金３億４５７万２,０００円、款５県支出金、項１県負担金１億６,６８９万４,０００円、

３県補助金８２２万６,０００円、款６財産収入、項１財産運用収入１,０００円、款７繰入金、
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項１他会計繰入金２億２,７５２万８,０００円、款８繰越金、項１繰越金１,０００円、款９諸

収入、項１延滞金及び過料２,０００円、２雑入２４９万３,０００円、これに伴います歳入合計

１２億２,６３４万１,０００円でございます。 

 続きまして、２ページは歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費４,８８８万円、３介護認定審査会費１,３８７万４,０００円、

款２保険給付費、項１介護サービス等諸費９億７,４４９万７,０００円、２介護予防サービス等

諸費２,７８８万５,０００円、その他諸費８４万９,０００円、４高額介護サービス等費

２,８８９万８,０００円、７特定入所者介護サービス等費５,１２０万４,０００円、１０高額医

療合算介護サービス等費２４０万１,０００円、款４基金積立金、項１基金積立金１,０００円、

款５地域支援事業費、項１介護予防・生活支援サービス事業費２,９０５万１,０００円、２一般

介護予防事業費１,３１５万６,０００円、３包括的支援事業・任意事業費２,２４９万

３,０００円、５その他諸費１４万６,０００円、款６諸支出金、項１償還金及び還付加算金

１０万２,０００円、款７予備費、項１予備費１,２９０万４,０００円、これに伴う歳出合計は

１２億１,６３４万１,０００円であります。 

 ３ページの事項別明細書以降につきましては、所管いたします保健福祉課長が説明申し上げま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  失礼いたします。 

 それでは、議案第２７号の令和３年度吉賀町介護保険事業特別会計予算の詳細説明をさせてい

ただきます。 

 歳出予算書９ページをお開きいただきたいと思います。 

 総務費、総務管理費、一般管理費でございます。対前年度と比較で２４１万１,０００円増額

となっております。担当職員分の人件費と一般管理事務費の主だったものといたしましては、報

償金のところの６７万円と調査分析委託料の２６１万５,０００円でございます。令和２年度に

おきまして介護保険料の引上げというようなところから、給付の適正化を図っていかなければな

らないというようなところで、令和２年度、ソーシャルイノベーション＆マネジメントラボのほ

うに調査分析業務等々をいただいておるところでございます。それと併せまして給付適正化に向

けた各種ケアプランの点検なども実施をしておりまして、その部分につきまして、令和２年度、

保険料率の引上げもございましたが、給付の適正化も図られてきているというようなところがご

ざいまして、令和３年度についても継続いたしまして給付の適正化に向けた調査分析等々を行っ

ていきたいというところで、こちらのほうの予算を計上させていただいておるものでございます。 

 それから、中ほどにあります業務運営関係委託料につきましては、こちらにつきましては地域
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包括支援センターの運営費についての委託料ということで、１,９２０万４,０００円を計上して

おるものでございます。 

 それから、介護保険システムに係ります保守の委託料、それから機器などの使用料と国保連関

係のソフトウェアの保守の負担金、こういったものも計上させていただいておりまして、そうい

ったものを積み上げまして昨年度よりも２４１万１,０００円の増額となっておるものでござい

ます。 

 それから、１０ページを御覧いただきたいと思います。 

 認定調査費、こちらにつきましては１２７万４,０００円の減額ということでございます。令

和２年度から認定調査業務、こちらについても直営でやらせていただくということで、会計年度

任用職員を増員をいたしました。令和３年度につきましても同様に２名体制で実施をさせていた

だこうというふうに考えておるところでございまして、これによりまして適切な認定から給付の

適正につなげてまいりたいという考えでございます。 

 それから、続きまして１０ページ、下の所の保険給付費の介護サービス等諸費でございます。

こちらにつきましては、総額で６,２４３万２,０００円増額となっております。 

 主だったところといたしましては、１０ページにあります、一番下にあります居宅介護サービ

ス費の２,８０７万４,０００円の増額をいたしまして、１億７,６９１万６,０００円と、それか

ら１１ページのほうを御覧をいただきたいと思います。地域密着型の介護サービス給付費、こち

らが１,３４３万８,０００円増額の１億９,３１６万４,０００円でございます。吉賀町の介護給

付費の高騰の要因といたしまして、施設サービスへの占める割合が多いというようなところから、

被保険者の方々の日常生活圏域のニーズ調査等々から、希望されるのは在宅サービスというよう

なところで、そちらのほうにシフトしていくために、今後、令和３年度については在宅サービス

の部分の給付が増加が見込めるというようなところから、こちらのほうを増額とさせていただい

ておるものでございます。 

 一方、１１ページの中段にあります施設介護サービス費につきましては、こちらについては昨

年度と比較しまして増額の１,９０１万円の５億７,２４５万４,０００円を計上させていただい

ておるものでございます。 

 令和２年度の状況といたしまして、施設サービス費については、当初見込みよりも減少に転じ

てきております。大きな要因といたしましては、六日市苑の西棟３４床の休止、こちらのほうの

影響もあろうかと思いますけれども、やはり給付の適正化に向けたケアプラン点検等々などの影

響もあろうかというふうに思っております。その方針につきましては、今後、令和３年度以降も

継続してまいるところでございますけれども、今回、施設介護サービス費増額をさせていただい

た部分につきましては、一応、仮に在宅への移行を希望されておられたにしても、どうしてもそ
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の状況等々から、町内ではなく町外施設等々を利用されるというようなところも想定をされると

いうようなところから、施設介護サービス費につきましては減額はせず、増額をさせていただい

て今回予算の編成のほうをさせていただいておるところでございます。そういったところでござ

いまして、介護サービス費につきましては前年度比較の６,２４３万２,０００円の増額となって

おるものでございます。 

 それから、１２ページ、下のところの今度は介護予防サービス等諸費でございます。こちらに

つきましても介護予防サービス給付費のほうを１２９万２,０００円、施設から在宅への移行と

いうようなところから増額を見込んでおるものでございます。 

 １３ページのほうにも、それに関連いたしまして介護予防のケアプラン分の給付費の増や、福

祉用具の購入費、住宅改修費等の増額を見込んでおるところでございます。 

 続きまして、１４ページを御覧をいただきたいと思います。 

 保険給付費の高額介護サービス費についてでございますけれども、こちらにつきましては

１７９万５,０００円の減額となっております。給付費については伸びておりますので、高額介

護サービス費についても、これまではそれに比例して上昇を続けてまいりましたけれども、令和

３年度からの法改正によりまして、介護給付費の支給基準額の見直しがされるというようなとこ

ろから、こちらのほうが若干の減額になるのではないかというようなところの見込みでございま

して、前年度よりも１７９万５,０００円減額をさせていただいております。 

 続いて、１５ページの特定入所者介護サービス等諸費でございます。こちらのほうも

１,１８６万５,０００円、前年度と比較して減額をさせていただいております。こちらも令和

３年度からの制度改正によりまして、いわゆる補足給付、１食当たりの食事などに対する補足給

付額の算定の部分につきまして、判定の段階、非課税世帯であるとか課税世帯であるとか、そう

いったところの算定、段階は変わらないんですけれども、その際の審査に当たりましては各被保

険者の方々の該当の方々の預貯金等々の状況を調査をさせていただいております。ある一定程度

預貯金がある方につきましては、そういった制度の対象にならないという制度でございまして、

この部分の調査をさせていただきます、預貯金の金額が今回変更になるというようなところの影

響ということで、特定入所者介護サービス費につきましては１,１８６万５,０００円減額をさせ

ていただいておるものでございます。 

 それから、１５ページ、高額医療合算介護サービス費につきましても、同様に引下げのほうを

させていただいております。 

 それから、１６ページからは、地域支援事業のほうに入ってまいりまして、まず介護予防と生

活支援サービス事業費でございますけれども、こちらにつきましては、いわゆる認定調査ではな

く、簡易なチェックリストに基づいてサービスが受けられるものでございまして、そういった
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方々へのサービス給付費ということで、訪問型サービス事業費のほうを７４０万３,０００円と、

通所型サービス事業費のほうを１,８８０万１,０００円を計上させていただいておりまして、そ

のために必要なケアマネジメント分について２８４万７,０００円を計上させていただいておる

ものでございます。 

 それから、１７ページのほうにまいりまして、今度は地域支援事業の一般介護予防事業でござ

います。こちらのほうに計上させていただいておりますのが、各種介護予防教室あるいはふれあ

いサロンなど必要な委託料について計上させていただいておるものでございます。 

 介護予防普及啓発事業費といたしまして８７４万６,０００円、それからサロンであります地

域住民グループ支援事業費といたしまして３２２万３,０００円、それから地域リハビリテーシ

ョン活動の支援事業といたしまして、各種教室のほうに理学療法士、作業療法士等々を派遣をさ

せていただき、より効果的な介護予防事業につなげていこうというようなところから、１１８万

７,０００円を計上させていただいておるものでございます。 

 それから、１７ページ下の所の包括的支援事業及び任意事業についてでございます。 

 地域包括支援センターのほうが実施をいたします三事業、総合相談支援事業、それから権利擁

護事業、それと各介護支援専門員に対する包括的・継続的なケアマネジメントについての支援事

業、そちらのほうを例年と同様の金額で計上させていただいておるものでございます。 

 それから、１８ページの中段にございます任意事業として、町で実施をしております配食サー

ビスや認知症の家族介護者の交流事業や、グループホーム入所時の家賃助成等々につきまして、

ほぼほぼ例年どおりの内容で、令和３年度も予算化をしておるものでございます。 

 それから、その下、生活支援体制整備事業につきましても、前年と同額の７１７万

９,０００円を計上させていただいております。 

 それから、その下の在宅医療・介護連携推進事業費につきましても、昨年度との同額のもので

ございます。 

 それから、１９ページでございますけれども、認知症総合支援事業ということで、認知症の初

期集中支援のためのチームがございまして、そちらのほうの研修費等々につきましても計上させ

ていただいておるものでございます。 

 それから、あとは、歳出の主だったものといたしましては以上でございまして、続いて歳入の

ほうでございます。 

 ５ページをお開きいただきたいと思います。 

 保険料の介護保険の第１号被保険者保険料分につきましては、保険料率については先般の全員

協議会等々で説明させていただきましたとおり、令和２年度と同率で設定をしていきたいという

考えでございます。それに基づきまして算定のほうをさせていただきまして、前年度よりも若干
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増えまして１９４万６,０００円増額の１億８,００５万５,０００円を計上させていただいてお

るものでございます。 

 それから、５ページ、中段からは、国庫支出金の負担金あるいは補助金となってまいりまして、

こちらにつきましては、介護保険法に基づきまして法定負担割合、補助割合がございますので、

そういったものの数値を適用して計上させていただいておるものでございます。 

 それから、６ページを御覧をいただきたいと思います。６ページからは支払基金からの交付金、

こちらにつきましては、対象経費の２７％分、県支出金につきましても介護保険法等による法定

負担割合を乗じたものをそれぞれ計上させていただいておるものでございます。 

 それから、７ページのほうに移っていただきたいと思います。こちらが町の一般会計からの繰

入金ということになります。各種給付費に対する町の法定負担割合分の計上分と合わせまして、

職員人件費、それから事務費、繰入金などを計上させていただいておるものでございます。 

 あとは８ページのほうに移っていただきまして、一番最後の諸収入のところの雑入でございま

すけれども、こちらのほうに任意事業の負担金ということで２３３万１,０００円ございますけ

れども、こちらにつきましては任意事業であります配食サービス事業、こちらのほうの各個人さ

んから個人負担金として頂く部分を２３３万１,０００円計上させていただいておるものでござ

います。 

 以上、歳入歳出を計上させていただきまして、比較しまして余剰財源として１,２９０万

４,０００円ほどございますので、こちらにつきましては２０ページの予備費のほうに給付等々

の不測の事態に備えるというような形で計上させていただきたいというふうに考えております。 

 以上が詳細説明でございます。御審議のほう、よろしくお願いをいたします。 

○議長（安永 友行君）  担当課長よりの詳細説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  １８ページの任意事業というところでございますが、今の説明の

中で、小地域ネットワーク事業というのが幾らじゃったか、小地域じゃない、ふれあいサロンで

す。──がありましたけれど、見守りの、ここに任意事業の中に認知症の見守りというのは載っ

ておりますが、一般的に言う独居です、独居の方々の小地域ネットワーク事業というような事業

をやってると思うんです。そのことはどこに載っておるのか、ちょっとお伺いしたいんですが。 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  お答えをさせていただきます。 

 小地域ネットワーク事業、いわゆる一般の方々を対象にした見守り体制の構築の部分につきま

しては、地域福祉事業に該当するというようなところから、令和３年度、一般会計の当初予算、

こちらのほうに計上させていただいておりますので、この後に一般会計のほうの詳細説明の時に
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説明をさせていただくことになろうかというふうに思います。介護保険会計のほうには計上して

はございません。一般会計のほうに計上しております。 

○議長（安永 友行君）  ３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  全体的なことになるんですが、この介護保険事業が昨年の当初予

算に比べて約６,５００万円増えておりまして、約５.７％増額になっておりますが、今まで説明

で聞いたかも分かりませんが、６,５００万円ばかりの増額予算となった主な原因をお聞きしま

す。 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  お答えさせていただきます。 

 基本的に主に増額の要因になったのは、やはり介護保険給付費の部分が増額をしておるという

ところでございます。その中で大きなものといたしましては、居宅介護サービス費の

２,８０７万４,０００円と、地域密着型の介護サービス給付費の１,３４３万８,０００円、こち

らでございまして、この部分につきまして先ほども申し上げさせていただきましたけれども、基

本的には今後のサービスの方向性といたしましては、在宅サービスのほうに移行して、８割の被

保険者の方々が住み慣れた在宅での生活を希望されているというようなところのニーズがござい

ますので、その部分を実現していくために、今後いわゆる在宅でのサービス、そちらを利用して

いただこうというようなところから、こちらのほうに予算的な給付費の配分をさせていただいて

おるところでございます。 

 また、当然、被保険者の方々のニーズというのもございますが、給付費の高騰原因であった施

設サービスの部分につきましても、先ほど申しましたとおり、どうしても在宅では受け入れきれ

ない部分についても若干の余裕をみまして、約１,９００万円の部分の増額をさせていただいて

おるところでございまして、在宅にシフトすれば、じゃあ給付費が抑制されるかといったところ

では必ずしもそうではない。やはり利用される部分につきましては給付費は発生してまいります

ので、このような形で在宅サービスに移行すれば給付費が下がるのではないかというようなこと

はないというふうに考えております。 

 そういったところで、在宅サービスを今後充実をさせていくという、その必要性があるという

ようなところから、今回給付費は増額傾向ではございますけれども、こういった形の予算を編成

させていただいたというところでございます。 

 そういった形で、給付費は上昇しておりますけれども、引き続き給付費の適正化に向けては各

種の調査分析、それから認定調査につきましても丁寧に実施をさせていただきまして、より皆様

のニーズに沿った形の介護保険制度運用ができるように、令和３年度以降、また引き続き取り組

んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。 
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○議長（安永 友行君）  ３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  喜ばしいことではありますが、人口はどんどん減っておるにもか

かわらずということはちょっと適切でないかも分かりませんが、国保につきましては減額ですが、

後期高齢者とか介護保険事業はどんどん増えていってると。非常に長生きをされるということで、

人口が減っているが長生きをされるということで、非常に喜ばしいことではあるんですが、その

傾向は今後続くということでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  永田課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  総体的に人口、総人口については減少していこうというふうに

考えておるところでございます。ただ、実際、今、人生１００年時代というようなところから、

高齢者人口については比較的横ばいで推移していくのではないかなというようなところで、そう

いったところで、若干減少はしていくとは思うんですけれども、ほぼ横ばいのところで行かれる

というようなところから、高齢化率については上昇していくんじゃないかなというふうに思って

おります。 

 それで、今後の給付の見込みなんですけれども、やっぱりそういった中でお一人お一人のお気

持ちといいますか、ニーズといいますか、それに沿った形で提供されるものでなければならない

なというふうに思っておるところでございます。 

 そういった中において今後進めていこうというふうに考えておりますのが、ＡＣＰと言いまし

て、アドバンス・ケア・プランニングと言いまして、御自分、御自身のサービスをどういうふう

に利用していきたいかというような、例えば思いとすればやはり８割が在宅で生活をしていきた

いというようなところがありますので、そういった部分、やっぱりお一人お一人がきちっと持っ

ていただいて、そういったニーズをケアプラン作成サービス提供の時に積極的にアピールといい

ますか、申し出ていただき、それに沿った形でサービスができる形に変えていかなければならな

いなというふうに思っておるところでございます。 

 そういったところから、それをやる上で必要な部分については上昇が見込まれる給付費もあろ

うかと思いますけれども、そこはやはりそれぞれの個別のニーズに基づいた制度でございますの

で、それに向けた体制整備のほうを保険者といたしましても行っていかなければならないなとい

うふうに考えておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第３、議案第２７号令和３年度吉賀町介

護保険事業特別会計予算の質疑は保留をしておきます。 

 ここで１０分間休憩します。 
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午前10時10分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時21分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第２８号 

○議長（安永 友行君）  日程第４、議案第２８号令和３年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算

を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、議案第２８号令和３年度吉賀町小水力発電事業

特別会計予算であります。 

 令和３年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６,３５８万２,０００円と定

める。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算に

よる。令和３年３月５日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １ページ、第１表歳入歳出予算で、まず歳入でございます。 

 款１発電事業収入、項１売電収入６,３５７万２,０００円、款２財産収入、項１財産運用収入

８,０００円、款４繰入金、項１繰入金１,０００円、款５諸収入、項１雑入１,０００円、歳入

合計は６,３５８万２,０００円でございます。 

 ２ページは、歳出でございます。 

 款１総務費、項１施設管理費４,１８０万１,０００円、款２諸支出金、項１諸支出金

２,１２８万１,０００円、款７予備費、項１予備費５０万円、これに伴う歳出合計６,３５８万

２,０００円でございます。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします柿木地域振興室長が御説明申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。山根柿木地域振興室長。 

○柿木地域振興室長（山根 徳政君）  失礼します。議案第２８号令和３年度吉賀町小水力発電事

業特別会計予算の詳細説明をさせていただきます。 

 まずは歳出のほうから、６ページのほうを御覧いただきたいと思います。 

 担当職員及び管理者及び作業員の人件費等が計上されております。 

 それから、下のほうに行きまして、昨年と変わったところについてですが、使用料８９万円計
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上しております。占用料等が新たに出ております。流入水路、放水路の占用について、占用料の

ほうが発生し、３年度から新たに出てきております。また、公用車のリース料が増えております。 

 それから続きまして、公課費として、消費税として１,０１１万４,０００円の計上をしており

ます。 

 続きまして、７ページのほうへ移っていただきまして、総務費、施設管理費の下から３段目、

建設工事費のほうであります。３１４万１,０００円計上しております。コンデンサーの交換工

事、メーターの取付け・撤去、それから、受水槽のほうに上がる階段が中にございますけども、

それに手すりがついていないということで、安全面を考えまして、手すりの設置をしたらという

ところで、計上をさせていただいております。 

 それから、基金の積立金については１,６９９万２,０００円。 

 続きまして、諸支出金の補償費であります。１２８万１,０００円、昨年と同額の計上であり

ます。 

 続きまして、繰出金であります。一般会計への繰出金のほう、施政方針でも触れておりますけ

ども、令和２年までの１,４００万円から令和３年度は２,０００万円の繰出金と、予備費のほう

５０万円の計上となっております。 

 歳入でございます。 

 ５ページのほうを御覧いただきたいと思います。 

 発電事業収入、売電収入、１売電収入でございます。売電料については６,３５７万

２,０００円、令和２年と同額で計上させていただいております。 

 続きまして、財産収入、財産運用収入でございます。利子及び配当金としまして、小水力発電

事業の基金利子として８,０００円の計上、繰入金につきましても１,０００円、雑収入について

も１,０００円ということで、昨年と同額の計上とさせていただいております。 

 以上、簡単ですけども、詳細説明のほうと代えさせていただきます。審議、よろしくお願いい

たします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、提案者の提案理由の説明が終わりました。質疑を許します。

質疑ありませんか。１１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  次期の大規模改修に必要となる経費の見込みと、それまでに積

み立てなければならない基金についてお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  藤升議員、すぐお答えはできんということなんで、質疑が１週間先にな

りますけど、その際までにちゃんと調べてということでよろしいですか。その件については。

１１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  それでしたら、水道事業の将来見込みを含めた事業計画が一覧
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でつくられておりますので、その分の資料を要求したいと思いますが、議長のほうでお計らい願

います。（発言する者あり）すいません、小水力の事業です、小水力。 

○議長（安永 友行君）  小水力、はい。後ほど詳しく課長のほうが聞いて、答えるのは１週間先

になりますので、その辺で整理してもらいますので、お願いします。いいですか。１１番。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  すいません、今の計画が、つくってあるので、一番最近の計画

でいいので、それを出していただければいいです。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  いいです。質疑がないようですので、日程第４、議案第２８号令和３年

度吉賀町小水力発電事業特別会計予算の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第２９号 

○議長（安永 友行君）  日程第５、議案第２９号令和３年度吉賀町下水道事業特別会計予算を議

題とします。 

 本議案についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第２９号令和３年度吉賀町下水道事業特別会

計予算であります。 

 令和３年度吉賀町下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億８１１万８,０００円

と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 地方債、第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第５表地方債による。令和３年３月５日

提出、吉賀町長岩本一巳。 

 まず、第１表の歳入歳出でございます。 

 歳入でございます。款１繰入金、項１他会計繰入金１億１,５６２万６,０００円、款２分担金

及び負担金、項１負担２００万円、款３使用料及び手数料、項１使用料４,０７８万９,０００円、

２、手数料１,０００円、款５繰越金、項１繰越金１,０００円、款６諸収入、項１延滞金加算金

及び過料１,０００円、款７町債、項１町債４,９７０万円、歳入合計は２億８１１万

８,０００円であります。 

 ２ページは、歳出でございます。 

 款１下水道事業費、項１総務管理費２,０６４万２,０００円、２、施設管理費３,７７４万
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３,０００円、款２公債費、１項公債費１億４,９７３万３,０００円、歳出合計は２億８１１万

８,０００円であります。 

 ３ページは、第５表の地方債であります。起債の目的、１、下水道事業債、限度額は

４,９７０万円であります。起債の方法、利率、償還の方法は、お読み取りをいただきたいと思

います。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします建設水道課長より説明申し上げます。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、議案第２９号令和３年度吉賀町下水道事業特別会計

の予算につきまして、詳細説明をさせていただきます。 

 ページを進んでいただきまして、８ページをお開きいただきたいと思います。 

 歳出でございます。 

 下水道事業費、総務管理費でございます。００２総務管理費でございまして、少し段を下がっ

ていただきまして、印刷製本費でございます。８万３,０００円でございます。ここにつきまし

ては、納付書それからマンホールカードの作成費を計上しているものでございます。 

 このマンホールカードでございますけれども、令和元年度の１１月頃からカード作成いたしま

して、吉賀町も配布を始めることになりました。令和元年度におきましては、約１,０００枚の

要望といいましょうか、──がございました。コロナ禍ということで、なかなか思うようには枚

数も伸びませんでしたけれども、そういった状況の中で１,０００枚。それから、令和２年度に

おきましては、やはりそういった経験もありまして１,２００枚、あまり伸びませんでしたけれ

ども、そういった状況でございます。 

 今年度部分につきまして、２,０００枚のカードを作らせていただきまして、こうしてコロナ

が落ち着きまして、皆さんがまたカードを取りに来ていただければというふうに考えておりまし

て、作成をしたいというものでございます。 

 それから、ずっと段を下がっていただきまして、公課費でございます。６０１万５,０００円

の計上でございます。これにつきましては、消費税の部分でございます。 

 それから、００３地方公営企業の法適用化事業でございます。平成３１年の１月でございます。

１年度ではございません、平成３１年の１月に総務大臣のほうに通知が出されました。これまで

は３万人以上というところで公営企業会計の適用ということになっておりましたけれども、３万

人未満についても公営企業会計の適用拡大をするようにという通知でございます。これを受けま

して、吉賀町といたしましても、この通知は令和５年度中の適用を目指せということでございま

して、吉賀町におきましても、４年度中のところで何とか公営企業会計拡大のほうをしたいとい
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うことで、現在検討中でございます。できればもう少し早くなるかなという気もしておりますけ

れども、そういった状況の中で事業を展開をしているということでございます。ここに含めまし

たものにつきましては、法適化支援事業、それからシステムの検討、それからシステムのやはり

システム費ということで含めまして、１,３６６万４,０００円を計上させていただいているとい

うところでございます。 

 続きまして、ページを進んでいただきたいと思います。９ページを御覧いただきたいと思いま

す。 

 施設管理費でございます。中段でございますけれども、００２でございます。まず、その１段

目でございますが、消耗品費でございます。１００万４,０００円の計上でございます。これに

つきましては、薬剤費、凝集剤等の薬剤費に占めるものが７５万９,０００円、それから、管路

の補修等、マンホールの段差ができたとか、そういった部分につきましての対応をするために、

常温合材等の合材を購入いたします。これにつきまして、１５万６,０００円、こういったもの

を見込んでいるものでございます。 

 それから、その下、光熱水費でございます。８８８万２,０００円でございます。これにつき

ましては、処理場の浄化センターの電気料、それから、中継ポンプ等の電気料を見込んだもので

ございます。 

 それから、その下、修繕料でございます。１８４万７,０００円です。これにつきましては、

マンホールポンプ、汚水ポンプ等の修繕費でございまして、１５４万６,０００円を見込んでお

ります。それから、緊急の修繕料といたしまして、３０万円を見込んでおるものでございます。 

 それから、下がっていただきまして、作業委託料でございます。３０４万６,０００円を計上

しております。これにつきましては、汚泥の処理の委託料、それから、場内の除草をいたします。

その分に係ります委託料でございます。 

 その下、施設管理委託料でございます。これにつきましては、六日市浄化センターの維持管理

料として１,０７７万８,０００円を計上しているものでございます。 

 その下でございます。施設整備保守点検委託料でございます。これにつきましては、各設備の、

消防施設であったり、電気施設であったりとか、そういったものの点検料、それから、マンホー

ルポンプの点検といたしまして１３か所、これが主なものでございまして、１０２万

３,０００円を見込んでおるものでございます。 

 それから、その下、補修工事費でございます。補修工事費につきましては、その下の機械器具

費と連動してまいりますけれども、今回、この年末でございますけれども、大雪警報等が出され

て、対応させていただきました。そのときに、不幸にいたしまして、たまたまと申しましょうか、

停電が柿木地区で発生をいたしました。柿木地区ということでございまして、非常に部分的な停
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電でございましたけれども、下水におきましては、マンホールポンプがそこに位置をしておりま

して、一時止まってしまいました。対応につきましては、職員が出て、緊急的に対応をし、機材

をかき集め、簡単に申しますと、発電機でございますけれども、その手配をし、準備ができた段

階で、幸運にも電力が戻ったということで、事なきを得たということでございます。もちろんマ

ンホールポンプが止まってしまいますと、汚水がどんどんたまってまいります。あふれ出します

と、大変なことになってしまいます。ということでございます。 

 それからまた、この冬、冬季の凍結がございました。そのときにも、やはり不幸にして、雪等

との作用でございまして、停電が発生をいたしました。そのときには、やはりこういったことも

考えられるということで、大雪等も降るということでございましたので、事前に対応させていた

だいておりましたが、やはりマンホールポンプを動かすということになりますと、大きな電力が

必要になってまいりまして、やはり小さな発電機ではなかなか難しいということがあります。 

 そういったこともございますので、実は機材費のほうでございますけども、１４２万

３,０００円を計上させていただいておりますけれども、これにつきましてはエンジンポンプ、

簡単に言いますと、消防のポンプのようなものを御想像いただけたらいいかと思うんですけども、

そういったものを２台購入したいと思っております。 

 これにつきましては、六日市エリアの塔尾橋の手前に１つ大きなマンホールポンプがございま

す。それから、農協の前に１つ大きなマンホールポンプがございます。それから、塔尾橋を渡っ

ていただきまして、沢田地区の直線の辺りにも１つ大きなものがございます。これらが、例えば

停電で止まってしまいますと、あふれてしまいます。こういったことを回避するために、その都

度益田から、それから、吉賀町内もございますけれども、やはり土木業者さんのほうが使ってい

る状況が多いもんですから、なかなか借りれないということで、益田から借りてまいりますが、

そういったそのたびに時間をかけて発電機を借りてくるよりも、事前にできることをやろうとい

うことで、このエンジンポンプを設置をしたいということでございます。 

 これにつきましては、使い方といたしましては、発電機と連動させていただきまして、これに

つきましては、小さな発電機でも動きますので、それをマンホールポンプへ入れて、ホースで次

の浄化槽まで持っていく、送り出していく。次が塔尾橋で、塔尾橋からまた送り出して沢田に持

っていくというふうに考えておりまして、ただ、この時点で塔尾橋を渡るためには、どうしても

国道を越えなければならないということで、消防のホースもそうですけども、ホースを渡さない

限りはなかなか具体的に持っていけないということになります。 

 こうなってしまいますと、国道を止めなければいけないということがございますので、上の段

でございますけど、２２４万４,０００円、これにつきまして、１００万円部分に係るほうにつ

きましては、ちょっと改造させていただいて、塔尾橋のマンホールポンプからそこへ接続をして、
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管路の中に流し込めるようにしたいというのがその考えでございます。 

 農協部分についてはいいのかということになりますけども、農協については町道を渡る部分で

ございまして、町道の運行を少し、交通を少し遮断することにはなりますけれども、気をつけて

渡っていただくことにはなりますけれども、ホースで役場の前まで持っていくということになり

ますので、これについては加工はしない。 

 ただし、塔尾橋のところの国道については加工しないと、とても国道を止めるわけにはいきま

せんので、そういった部分の作業をさせていただきたいという経費に係るものでございます。 

 長くなってしまいましたが、そういった部分についての機材を購入したいというものでござい

ます。 

 それから、戻っていただきまして、６ページの収入でございます。 

 繰入金、他会計繰入金でございます。一般会計からの繰入れでございまして、１億

１,５６２万６,０００円を予定しているものでございます。 

 それから、その下でございます。分担金及び負担金でございます。受益者負担といたしまして、

２０万円の１０戸分といたしまして２００万円を計上しているものでございます。 

 その下でございます。使用料及び手数料でございまして、使用料といたしまして、現年度分

４,０５２万３,０００円を計上しております。これについての徴収率は９９％ということにして

おります。決算報告等においても御指摘を頂きました。なかなか実情に合っていないんじゃない

かという御指摘もいただきました。そういった部分を受けまして、９９％の収納を目指していく

というものでございます。 

 それから、その下、滞納繰越分でございます。２６万６,０００円、これにつきましては、

２０％の収納率を見込んでいるというものでございます。 

 以上、詳細説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。質疑を許します。質

疑はありませんか。５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  ９ページの、今、課長のほうから、補修工事費と機械器具費とい

うことで、ポンプを購入するという話がございました。別にこれにどうのこうのということはあ

りませんけれども、必要なものは準備していただいたらと思いますが、このメンテナンス、結局

発電機とかそういったものは、何年使うか使わんかというのは分かりません。そうすると、いざ

というときにかからないと、エンジンがかからないとかいうようなことがあるかと思います。最

近ちょっと聞いたことですが、とびのこの発電機、動かなかったというようなことも、この前の

停電かも分かりませんが、せっかくかかる頃には電気が来たというようなお話も聞いております

が、そういうことでは何もなりませんので、その辺のことをどのように考えておるかどうか、お
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伺いいたします。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  お答えをさせていただきます。 

 一番の問題は、今、議員御指摘の内容でございます。機材を準備をしたはいいが、動かない。

ガソリン等におきましては、もちろん長続きしないといいましょうか、二月、三月たてば腐って

しまうというふうな状況の中で、いざ機材を動かそうとすると動かないというのが、よくある話

でございます。 

 もちろん、電気機器につきましては、バッテリーがだめになっているという場合もございまし

て、そういったことについて、やはりきちんと管理をするということが大前提でございまして、

その時に、検討の材料といいましょうか、それができるできないの体制をきちんと考えた上で機

材を選ぼうということで選びました。 

 やはり機械でございますので、日々の管理がなければ、やはりいくらいい機械も動かないとい

うことでございまして、この分についてはきちんと管理をし、管理をしやすいものということで

選ばさせていただきました。管理をしなくて済むというものではございませんけれども、その分

につきましては職員も十分認識をして、有事の際に使える形のものにしていこう、それから機械

も、それから体制もということで考えて選んだものでございまして、今後そういったことがない

ように。それから、購入しましても、継続的に使用ができるように管理をしてまいりたいという

ふうに考えているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  有事のとき使えるようなものと言われて、ちょっと私も具体的に

分からんのですが、多分、ディーゼルエンジンとかだったら、ガソリンほどには酸化しないので

はないかなというふうに思いますが、自分も除雪機持っておりますけど、今、時期が済むとガソ

リンを抜いておいて、いざというときにはすぐかかるようにしておるわけですが、その辺のとこ

ろをしっかりやってもらわないと、発電機ですので、今言ったとおりなんで、有事のとき使える

ものというのがどんなものなのか、ちょっと私には見当がつかんのですが、そこをもう少し詳し

くお願いします。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  申し訳ございません、私の説明の仕方が悪うございましたが、

有事のときに使えるものというのは、有事のときに使える体制、それから管理の体制、それから

日頃の体制ということで取り組んでいきたいというものでございまして、今言われましたとおり

に、ガソリンであれば抜いておかないととても使い物にならないということがございます。それ
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から、やはり定期的に動かしてやらないと、またこれも動かなくなってしまうということがござ

います。 

 大きなマンホールポンプ自体は、三層で動くポンプでございますので、借りてこようとします

と、どうしても益田とかから手配してこないとやれないということで、やはり１時間、準備から

入りますと、やっぱり２時間ぐらい見ておかないとなかなか届かないということになりますと、

やはりどうしても即応しなければならないということになりますと、手元に置いておかないとな

らないということで、そこで一番やっぱりネックになりましたのが、そういった話でございます。 

 何もしなくても動くという機械は今のところございませんけれども、そういった状況でちゃん

と動くように、持っていってすぐ使えるような形でやはり管理をし、それから体制もきちんと取

っていくということを前提といたしまして、この購入をしていこうということでございまして、

機械はこれというふうに決めたわけではございませんので、それについてもまた考えていきたい

というふうに思っております。 

 ただ、きちんと管理さえしていれば、やはり使えなくなるということはないというふうな回答

も頂いておるわけでございますので、それにつきましては、やはり議員おっしゃいますとおりに、

きちんと管理をしていきながら、使えるような形で管理を、運用をしていきたいというふうには

考えております。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。質疑がないようです。日程第５、議案第２９号令和３年

度吉賀町下水道事業特別会計予算の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第３０号 

○議長（安永 友行君）  日程第６、議案第３０号令和３年度吉賀町農業集落排水事業特別会計予

算を議題とします。本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  続きまして、議案第３０号令和３年度吉賀町農業集落排水事業特別会計

予算であります。 

 令和３年度吉賀町農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７,１５９万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出による。 

 地方債、第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第５表、地方債による。令和３年３月

５日提出、吉賀町長岩本一巳。 
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 １ページ、第１表、歳入歳出予算であります。 

 まず、歳入でございます。 

 款１繰入金、項１他会計繰入金５,７４７万６,０００円、款２分担金及び負担金、項１分担金

２０万円、款３使用料及び手数料、項１使用料９６１万１,０００円、２手数料１,０００円、款

４国庫支出金、項１国庫補助金１００万円、款５繰越金、項１繰越金１,０００円、款６諸収入、

項１延滞金加算金及び過料１,０００円、款７町債、項１町債３３０万円、これに伴う歳入合計

７,１５９万円であります。 

 ２ページは、歳出でございます。 

 款１農業集落排水事業、項１総務管理費４２５万９,０００円、２施設管理費２,４７６万

７,０００円、款２公債費、項１公債費４,２５６万４,０００円、歳出合計は７,１５９万円であ

ります。 

 ３ページは、第５表、地方債であります。 

 起債の目的、１、下水道事業債、限度額は３３０万円、起債の方法、利率、償還の方法につき

ましては、お読み取りをいただきたいと思います。 

 ４ページの事項別明細書以降につきましては、所管いたします建設水道課長から御説明申し上

げますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、議案第３０号令和３年度吉賀町農業集落排水事業特

別会計予算につきまして、詳細説明をさせていただきたいと思います。 

 ８ページをお開きいただきたいと思います。 

 歳出でございます。 

 農業集落排水事業の総務管理費でございます。ずっと見ていただきまして、００３地方公営企

業法の適用化事業でございます。これも、先ほどの下水道特別会計のところで説明させていただ

きました。こうした流れの中で、公営企業会計の適応拡大を図っていくというものでございます。 

 申し遅れましたが、下水道それから農業集落排水事業、係ります経費の部分で、下水道を８、

農業集落排水につきましては２という形で事業を案分させていただきまして、計上している金額

がこの金額でございまして、３３９万７,０００円ということになるものでございまして、支援

事業の業務、それからシステムの検討費、そしてシステム費ということで計上しているものでご

ざいます。 

 ページを進んでいっていただきまして、９ページをお開きいただきたいと思います。 

 施設管理費でございます。００３処理場管渠管理費でございます。修繕料といたしまして……、

失礼いたしました、その上光熱費でございます。３５１万６,０００円を計上しているものでご
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ざいます。これにつきましては、各施設に係ります初見地区、それから柿木地区の施設の電気料

ということでございます。 

 その下、修繕料でございます。２２４万６,０００円でございます。これにつきましては、柿

木地区におきまして、減水ポンプの修繕費、これが３４万４,０００円を計上させていただいて

おります。これにつきましては、浄化センターの施設の一番最初に入ってまいります調整池のよ

うなものがございまして、この部分から施設の内へ送り込んでいく、そのためのポンプが減水ポ

ンプというものでございまして、このポンプ、故障しますとあっという間にあふれると申しまし

ょうか、そういったことになってしまいますもんですから、大変重要なポンプでございます。こ

れについての修繕が、そろそろ行っていかないと、いつ止まるか分からないという状況でござい

ますので、計上させていただいているというものでございます。 

 それから、残りの金額につきましては、施設の維持管理の修繕料として計上しております。

１９０万１,０００円を見込んでいるものでございまして、これにつきましては、過去１０年部

分でかかってまいりました金額を大体平均させていただきまして、まず毎年大体このぐらいの修

繕費がかかってくるということで計上させていただいておる金額でございます。 

 下をずっと降りていただきまして、施設管理委託料でございます。７０５万３,０００円でご

ざいます。これにつきましては、初見地区それから柿木地区の施設管理の委託料というものでご

ざいます。 

 その下でございます。調査分析委託料といたしまして、２２２万１,０００円を計上している

ものでございます。これにつきましては、平成３１年度から農山村地域整備交付金事業というこ

とで、簡単に申しますとストックマネジメント事業を行ってまいりました。３１年度から業務の

策定の事前調査を行いまして、令和２年度におきましては、具体的なマネジメントの策定をいた

しました。 

 令和３年度部分でございますけれども、いよいよ具体的な修繕計画を作成するという手順にか

かるものでございます。この計画をつくっておきませんと、なかなか今後大きな、大規模な修繕

等についても交付金がつかない、補助金がつかないということでございまして、採択要件になっ

ておりますので、この事業を行っているというものでございます。 

 ページを戻っていただきまして、６ページでございます。 

 歳入でございます。 

 繰入金、他会計繰入金でございまして、一般会計からの繰入れでございます。５,７４７万

６,０００円でございます。 

 その下でございます。分担金及び負担金でございます。受益者分担金といたしまして、１戸当

たりの計上、２０万円の計上でございます。 
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 その下、使用料及び手数料でございます。現年分といたしまして、９４３万７,０００円を計

上させていただいております。これにつきましては、収納率９８.５％を見込んでおりますけれ

ども、大体実績ということで計上させていただきました。 

 それから、その下、滞納繰越分でございます。これにつきましては、収納率３０％で計上し、

１７万４,０００円ということでございます。 

 それから、一番下でございまして、国庫支出金の国庫補助金でございます。農山漁村地域整備

交付金でございまして、先ほど申しましたストックマネジメント等の計画をしております。その

関係の補助金といたしまして、２分の１、１００万円を計上しているものでございます。 

 以上、詳細説明にかえさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  担当課長よりの詳細説明は終わりました。これより質疑を許します。質

疑はありませんか。１番、桑原議員。 

○議員（１番 桑原 三平君）  この農業集落排水も、かなりもう年数がたってきておると思いま

す。一応償還の期間はいつ頃になるのか、ちょっとお伺いします。（発言する者あり） 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  申し訳ございません、手元に資料がございませんので、調べさ

せていただいて返答させていただきたいと思います。申し訳ありません。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第６、議案第３０号令和３年度吉賀町農

業集落排水事業特別会計予算の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第３１号 

○議長（安永 友行君）  日程第７、議案第３１号令和３年度吉賀町一般会計予算を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、議案第３１号令和３年度吉賀町一般会計予算で

あります。 

 令和３年度吉賀町一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７２億３,０４０万

１,０００円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による。 

 債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担することができる事

項、期間及び限度額は、第４表、債務負担行為による。 
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 地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第５表、地方債による。 

 一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は１０億円と定める。 

 歳出予算の流用、第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。（１）各項に計上した

給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項間の流用。令和３年３月５日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 第１表、歳入歳出予算、歳入でございます。款１町税、項１町民税２億１１万３,０００円、

２固定資産税２億１,２０５万９,０００円、３軽自動車税２,５６１万５,０００円、４町たばこ

税３,５５０万、５入湯税３５０万、款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税１,３１４万

２,０００円、２自動車重量譲与税３,９９１万８,０００円、４森林環境譲与税２,５４１万

４,０００円、款３利子割交付金、項１利子割交付金７１万８,０００円、款４配当割交付金、項

１配当割交付金１８４万４,０００円、款５株式等譲渡所得割交付金、項１株式等譲渡所得割交

付金１６２万３,０００円、款６法人事業税交付金、項１法人事業税交付金４８８万３,０００円、

款７地方消費税交付金、項１地方消費税交付金１億８７０万４,０００円、款８環境性能割交付

金、項１環境性能割交付金３３９万７,０００円、款９地方特例交付金、項１地方特例交付金

７３４万６,０００円、３新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金４,９００万、

款１０地方交付税、項１地方交付税３２億７,３６５万５,０００円、款１１交通安全対策特別交

付金、項１交通安全対策特別交付金２９万２,０００円、款１２分担金及び負担金、項１分担金

２,１４３万５,０００円、２負担金２,５７０万円、款１３使用料及び手数料、項１使用料

８,１９５万１,０００円、２手数料１,７２３万６,０００円、款１４国庫支出金、項１国庫負担

金４億１,４５４万８,０００円、２国庫補助金３億２,０１７万５,０００円、３委託金１９１万

２,０００円、款１５県支出金、項１県負担金２億１,５９７万１,０００円、２県補助金１億

７,３０２万４,０００円、３委託金３,３９２万５,０００円、款１６財産収入、項１財産運用収

入５７６万円、款１７寄附金、項１寄附金１,００１万円、款１８繰入金、項１特別会計繰入金

２,０００万円、２基金繰入金、６億４,５０６万３,０００円、款１９繰越金、項１繰越金

１,０００円、款２０諸収入、項１延滞金加算金及び過料２０万円、２町預金利子５,０００円、

３貸付金元利収入１,２６５万４,０００円、４受託事業収入５５７万円、５雑入１億

７,０３１万８,０００円、款２１町債、項１町債１０億４,８２２万円、これに伴う歳入合計

７２億３,０４０万１,０００円であります。 

 ４ページは歳出でございます。 
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 款１議会費、項１議会費７,１１１万円、款２総務費、項１総務管理費９億４,４６５万

３,０００円、２徴税費５,８３８万７,０００円、３戸籍住民基本台帳費１,６８６万

３,０００円、４選挙費４,２０９万４,０００円、５統計調査費７６万８,０００円、６監査委員

費１６９万１,０００円、款３民生費、項１社会福祉費１１億２,４８５万４,０００円、２児童

福祉費５億６４５万９,０００円、３生活保護費７,５０３万２,０００円、款４衛生費、項１保

健衛生費３億７,３７１万５,０００円、２清掃費２億１,３７０万円、３水道事業費１億

４,３２９万８,０００円、款５労働費、項１労働諸費３１８万４,０００円、款６農林水産業費、

項１農業費４億３,３３５万２,０００円、２林業費１億７,４７６万５,０００円、３水産業費

３２万３,０００円、款７商工費、項１商工費３億８,０６４万２,０００円、款８土木費、項

１土木管理費１億９,２４５万７,０００円、２道路橋梁費２億５,７１８万９,０００円、３河川

費３,２５９万７,０００円、４都市計画費５万９,０００円、５住宅費１億６,４４１万

８,０００円、款９消防費、項１消防費５億５,５４０万９,０００円、款１０教育費、項１教育

総務費２億９,８２１万８,０００円、２小学校費８,３３７万３,０００円、３中学校費

４,８１６万７,０００円、４社会教育費１億２,４０４万３,０００円、５保健体育費

７,４２９万６,０００円、款１２公債費、項１公債費８億２,９２８万５,０００円、款１４予備

費、項１予備費６００万円、これに伴う歳出合計は７２億３,０４０万１,０００円であります。 

 ６ページは、第４表、債務負担行為であります。事項は益田地区広域市町村圏事務組合設備整

備負担金で、期間は令和４年度から令和７年度まで、限度額につきましては、消防本部庁舎建設

に要する額であります。 

 ７ページは、第５表、地方債であります。起債の目的、限度額のほうを読み上げたいと思いま

す。 

 １、過疎対策事業債２億８,２２０万円、２、合併特例事業債２億７,２４０万円、３、公営住

宅建設事業債８,２４０万円、４、緊急自然災害防止対策事業債６２０万円、５、緊急浚渫推進

事業債３００万円、６、緊急防災・減災事業債２億７,２５０万円、７、臨時財政対策債１億

２,９５２万円であります。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、お読み取りをいた

だきたいと思います。 

 ８ページ以降の事項別明細書、後段につきましては、所管いたします総務課長のほうから御説

明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第３１号令和３年度一般会計予算について説明させ

ていただきます。 

 最初に、令和３年度当初予算の概要について取りまとめたものを説明をさせていただきます。 
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 参考資料を見ていただければと思います。ページは、１６ページでございます。 

 参考資料の１６ページ、令和３年度当初予算の概要というところで、まず１つ目、予算編成方

針でございます。 

 前段に書き込みましたとおり、厳しい財政状況があるというところでございます。こうした中

にありまして、１６ページの下ですけれども、①から⑤、まちづくり計画あるいは総合戦略、そ

うしたものの実行施策、そうしたものが着実に実行できるように予算編成を行ってきたというと

ころでございます。 

 次の１７ページです。 

 ２、一般会計歳出予算というところで、その下に記載をしておりますとおり、令和３年度一般

会計当初予算の規模は、７２億３,０００万円、対前年度３億３,８００万円、４.９％の増加と

なったところでございます。 

 中ほどの第１表、目的別歳出の表におきましては、議会費から予備費までの３か年の比較を記

載をしております。 

 令和２年度との増減理由につきましては、（１）目的別歳出の状況というところがあるかと思

いますが、その下のところに増加要因あるいは減少要因を記載をしておりますので、お読み取り

をいただければというふうに思います。 

 次に、１８ページに移ります。 

 性質別歳出の状況でございます。中ほどの第２表、性質別歳出の表におきましては、人件費か

ら予備費までの３か年の比較を記載をしております。同様に、令和２年度との増減理由につきま

しては、その表の上ですけれども、文章のところをお読み取りをいただければと思います。 

 次に、１９ページに参ります。 

 第３表といたしまして、公債費の５か年の推移、そして、第４表といたしまして、特別会計繰

出金の令和２年度との比較を記載をしておるところでございます。 

 次に進みます。２０ページでございます。 

 第５表でございます。歳入予算につきまして、町税から町債まで３か年の推移を取りまとめて

おります。令和２年度との増減理由でございますが、（１）款別歳入の状況の下のところにまと

めて記載をしておりますので、お読み取りをいただければというふうに思います。 

 次に、２１ページに移ります。 

 第６表といたしまして、町債の５か年の推移、それから、その下ですけれども、第７表といた

しまして、基金の３年間の推移を記載をしております。主だったところを文章としてそこに記載

をしておりますので、この部分についてもお読み取りをいただければというふうに思います。 

 進んでいただきまして、２２ページでございます。 
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 第８表のところで、地方債現在高につきまして、５か年の推移を記載をさせていただいており

ます。 

 その下、５、特別会計予算でございます。第９表から第１２表まで、予算規模、基金の状況、

それから公債費、地方債の推移等をまとめさせていただいております。お読み取りをいただけれ

ばと思います。 

 それから、次のページでございまして、２３ページです。 

 ここでは社会保障４経費及びその他の社会保障施策に要する経費について取りまとめておるも

のでございます。総額で１７億５,５７９万円となっております。内訳につきましては、その下

の表にまとめておりますので、お読み取りをいただければと思います。 

 次に進みます。２４ページでございます。 

 ７、入湯税が充当される経費ということで、この税目が充当される経費につきまして、まとめ

ておるというところでございます。 

 それから、参考資料２５ページから、ずっと進んでいただきまして、１５１ページまでであり

ます。これにつきましては、後ほど予算の歳出のところで説明をそれぞれ申し上げていきますが、

主要事業の概要についてそれぞれ記載をさせていただいておるというところでございます。 

 ページは飛んでいただきまして、１５２ページです。 

 この１５２ページから１５５ページです。ここにつきましては、補助金につきまして、所管課

ごとに取りまとめをしたものでございます。 

 同様に、１５６ページから１５８ページでございます。ここについては、負担金を所管課ごと

にまとめておるというところでございます。 

 それから、進んでいただきまして、１５８の１ページから１５８の５ページまでであります。 

 ここにつきましては、総合戦略に基づく事業を取りまとめておりまして、最初の１５８の

１ページについては、基本目標ごとの総括表、それから、１５８の２ページから１５８の５ペー

ジまで、これについてはそれぞれ個別の事業を記載をしておるというものでございます。 

 それから、さらに進んでいただきまして、１５９ページから１６１ページまででございます。 

 位置図をおつけをしております。建設水道課が所管いたします事業に関する位置図ということ

で見ていただければというふうに思います。 

 以上、簡単ではありますけれども、令和３年度当初予算の概要ということでございます。 

 そうしますと、予算書のほうに入らせていただきます。 

 最初に、予算書の１２０ページをお開きください。 

 予算書１２０ページからということになりますけれども、給与費明細書でございます。主だっ

たところを申し上げたいと思います。 
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 まず、１２０ページの上の表、１、特別職の表であります。ちょうど下ですけれど、比較の欄

を見ていただきますと、職員数３６７という数字が入っているかと思います。ここにつきまして

は、令和３年度において２つの選挙が執行予定となっておりますので、それに関わるものという

ところで見ていただければと思います。 

 同様に、その右側の４７８万１,０００円、報酬の欄があると思います。これも、それに関わ

る部分というところが、主なものでございます。 

 それから、その下の２、一般職の表であります。こちらのほうを見ていただきますと、比較の

欄、それぞれ数字を計上いたしておりますけれども、これらについてはいろいろな要因がありま

す。そうした積上げで、この比較の数字ということになっておるというところでございます。 

 １２１ページに行っていただいて、上の表については、会計年度任用職員以外の職員というこ

と、それから、下の表については会計年度任用職員の表ということでございます。 

 職員数のところをそれぞれ申し上げておきます。上のア、会計年度任用職員以外の職員の職員

数の比較欄を見ていただきますと、１名の減ということになっているかと思います。これについ

ては、再任用職員の１名が減ということでございます。 

 それから、下がっていただいて、イ、会計年度任用職員の職員数５８名の減ということであり

ます。主だったところは、国勢調査の調査員さんの数字がここで出てきているというところで見

ていただければと思います。 

 めくっていただきまして、１２２ページから１２４ページまでですけれども、令和２年度との

比較、それから国の制度との比較、そうしたところをまとめさせていただいております。お読み

取りをいただければというふうに思います。 

 それでは、歳出予算から説明してまいります。 

 予算書は戻っていただきまして、３０ページをお開きください。予算書は３０ページでござい

ます。 

 説明の際に、参考資料のページを申し上げてまいりますので、資料のほうも同時に御覧いただ

ければというふうに思います。 

 それでは、議会費からでございます。議会費として、１、議会費、００２議会費であります。 

 資料は２５ページ、ここで資料のほうを少しばかり説明をさせていただきます。 

 資料の２５ページ、見ていただきますと、主要事業の概要ということで、これ、最初のページ

でありますけれども、昨年と少しばかり様式を変更させていただいております。一番上から見て

いただきますと、款項目、それから事業名、そして担当する担当課、それから、その下に事業費

予算額の概要ということで、前年度と今年度、それから財源内訳ということです。 

 それから、その下です。主な特定財源の内訳ということで、今見ていただいている資料は、こ
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こには記載がないですけれども、財源が充当されるものについては、ここに記載があるというこ

とであります。 

 それから、まちづくり計画の基本目標、政策、施策で該当する部分があれば、ここに記載があ

るということです。 

 その下に事業目的、さらにその下ですけれども、主な事業概要ということで、ここに今見てい

ただいておりますのは【継続】、そしてその明細あるいは予算額が記載をされているかと思いま

す。 

 後ほど、またほかの事業で見ていただければ、表現として【新規】というところも出てまいり

ます。それから、【拡充】というところも出てまいります。そうしたところをまたお読み取りを

いただければと思います。 

 さらにつけ加えますと、こちらに記載をしておりますのは、予算書と一致する場合と一致しな

い場合もありますので、必ず予算書とこれの数字が一致するということではないということで見

ていただければと思います。 

 それから、その下に特記事項という欄があるかと思います。こちらについては、その事業に関

して、例えば制度変更であったり、そうしたことがあれば、そうした内容について記載をしてお

ると。 

 一番下ですけれども、事業費の推移ということで、令和元年度からこれまでのところのその事

業に係る総額予算を、ここで記載をしておるということであります。 

 この予算につきましても、幾らかその予算の整理上、事業の移動といいますか、そうしたこと

も中にやっている部分もありまして、必ずしも予算規模がここで増額になった、減額になったと

いうところでもない部分が含まれておりますので、そこいら辺は御承知おきいただければと思い

ます。 

 それで、資料の一番右下ですけれども、今度はここで予算書の記載ページを載せておりますの

で、ここを見ていただきますと、資料から予算書を探し出すというか、記載のところを見ていた

だけると、こういう作りになっております。 

 資料の見方について、若干説明をさせていただきました。 

 それでは、予算書また戻っていただきまして、今申し上げた００２の議会費であります。今の

２５ページということでありまして、これにつきましては、前年並みの予算規模、内容というこ

とでございます。 

 次に進んでいただきまして、予算書の３１ページです。 

 総務費、総務管理費、１、一般管理費です。００２一般事務事業費です。参考資料２６ページ

でございます。内容につきましては前年並みの内容、そして予算規模というところで見ていただ
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ければというふうに思います。 

 それでは、また次に進んでいただきまして、３２ページでございます。 

 ００３人事管理事業費であります。資料は２７ページです。 

 ここで資料の２７ページを見ていただきながら、主な事業概要欄のところに、この一番下です

けれども、【新規】インフルエンザ任意予防接種助成１０万円の予算計上があるかと思います。

これ、文字どおり会計年度任用職員への助成というもの、これを新規で行ってまいりたいという

ものでございます。 

 すいません、予算書に戻っていただきますと、３２ページの００３人事管理事業費の一番下の

ところにインフルエンザ任意予防接種助成（任用職員）１０万円の記載があるかと思います。こ

れが新しい事業という、こういうことでございます。 

 予算書のほうで参ります。同じく３２ページの００４職員研修事業費、資料は２８ページでご

ざいます。それから、飛んでいただきまして、予算書は３４ページでございます。 

 ２、文書広報情報費で、００４文書管理事業費があります。資料は２９ページでございます。 

 それから、予算書下がっていただきまして、００３広報・広聴事業費であります。資料は

３０ページです。 

 それから、予算書下がっていただきまして、００５ケーブルテレビ事業費でございます。これ

は、資料はありませんけれども、前年比較で申し上げますと、減額された予算規模というところ

でございます。内容的には変更はございません。 

 それから、予算書３４ページの一番下です。 

 ３、財政管理費、００３財政管理費でございまして、資料は３１ページでございます。 

 少し説明をさせていただきます。予算書は３５ページのほうに入りまして、右上です。 

 調査分析委託料２８８万１,０００円の予算計上があるかと思います。この部分につきまして

は、参考資料のほうにも主な事業概要欄に記載のとおり、財務書類の作成に係る業務委託料とい

うところでございます。 

 予算書、次に進みます。５、財産管理費でございます。 

 まず、００２財産管理総務費です。参考資料は３２ページでございます。 

 ここでも１点、説明を加えておきます。予算書でいいますと、調査分析委託料として５２８万

円の予算計上がしてございます。内容につきましては、参考資料３２ページを見ていただきます

と、公共施設等総合管理計画改訂等支援業務委託料ということで、この計画について見直しを行

うという、こういう時期が来ましたので、それの策定支援業務の委託をしたいという、こういう

内容ということでございます。 

 それから、予算書ですが、００３庁舎維持管理費です。総額としては１,９９７万１,０００円



- 125 - 

の予算計上ですが、これにつきましては、本庁舎の維持管理に係る経費というところで見ていた

だければというふうに思います。 

 それから、次に行きまして、予算書は３６ページでございます。 

 ３６ページの中ほどです。００６普通財産管理費です。資料は３３ページです。 

 さらにその次に行きまして、予算書３６ページの下ですけれども、００８基金積立金でありま

す。参考資料は、３４ページでございます。 

 ここで、２点ほど説明をさせていただきます。予算書は次のページに、３７ページに進んでい

ただいて、右上のところです。 

 まちづくり基金積立金ということで、２,００３万１,０００円の予算計上がしてございます。

この部分につきましては、小水力発電事業に関連する部分ということです。 

 それから、２つ飛ばしまして、ふるさと応援基金積立金、ふるさと納税に関する部分ですけれ

ども、今年度につきましては１,０００万円という予算計上がしてあるというところでございま

す。 

 それから、下がっていただきまして、００３庁舎維持管理費１,３３０万６,０００円があるか

と思います。これにつきましては、柿木庁舎に係る維持管理経費というところで見ていただけれ

ばというふうに思います。 

 それから、その下です。００８基金積立金ということで、これは、説明欄に記載のとおりであ

りますけれども、森林環境譲与税基金積立金として２,５４１万５,０００円の計上がしてござい

ます。 

 それから、３７ページの一番下です。００２電算管理費です。資料は３５ページでございます。 

 それから、予算書、次に進んでいただきまして、３８ページに入ります。００３基幹系システ

ム運営管理費であります。参考資料は、３６ページであります。 

 さらにその下です。００４ＬＧＷＡＮ系システム運営管理費、参考資料は３７ページでござい

ます。 

 １つ飛ばしまして、００７番号法関連システム運営管理費、参考資料は３８ページであります。 

 それから、９、吉賀高校費に入りまして、００２吉賀高校支援事業費であります。参考資料は、

３９ページでございます。 

 １点、説明を加えておきます。予算書は３９ページに入っていただきまして、右側の説明欄で

ありますが、吉賀高校支援に関する補助金が何本かあるわけでございます。その中で、吉賀高校

国内研修補助金というところで、１６０万円の予算計上があるかと思います。これにつきまして

は、２学年分を予算計上させていただきました。昨年、国内研修が中止ということになりまして、

令和３年度において２学年がこれを行うという、こういうことになってまいりましたので、その
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ような予算計上をいたしたというところでございます。 

 それでは、次に進みまして、３９ページの中段から下です。１０、自治振興費、００４地区組

織活動費です。２,７１３万６,０００円の予算計上でございまして、資料は４０ページでありま

す。 

 同時に予算書、次のページ、４０ページですけれども、同じく００４地区組織活動費として

１,４２０万５,０００円の予算計上があるかと思います。３９ページについては、企画課が所管

する従前のところでございまして、４０ページに記載をいたした部分につきましては、教育委員

会というところで予算計上いたしております。内容的には、２月２４日の全員協議会で説明をい

たしました公民館の増員に係る部分、そうしたところがここで予算化されているというところで

見てください。 

 したがって、参考資料の４０ページに、企画課が所管する部分、そして、教育委員会が所管す

る部分、この２つの部署が共同で所管するという要素もありますけれども、それが一つにまとめ

られて記載をしておるというところで見ていただければと思います。 

 それでは、予算書３９ページの下ですけれども、００５自治振興施設管理費でございます。参

考資料は、４１ページです。 

 参考資料にも記載をいたしておりますけれども、予算書では修繕料として３４０万

４,０００円の予算計上がしてございます。内容につきましては、町内３か所の集会所における

修繕料について予算計上いたしたというところでございます。 

 それでは、進んでいただきまして、予算書４０ページの中段から下です。１１、企画総務費、

００２企画総務費です。資料は、４２ページでございます。 

 ここで、説明を少しさせていただきます。予算書４０ページの００２企画総務費の下のところ

ですけれども、まちづくり委員というところがあろうかと思います。これにつきましては、既に

上程させていただいておりますけれども、新しいまちづくり委員会というところかなと思います

が、それに係る部分ということです。 

 それから次の、予算書４１ページに入っていただきまして、上から３つ目です。調査分析委託

料５５０万円の予算計上があるかと思います。内容といたしましては、まちづくり計画の前期評

価、それから総合戦略の評価及び策定、そうしたものの委託料というところがその内容でござい

ます。 

 それでは、次に進みます。予算書は、４１ページの中段からです。１２、まちづくり対策費、

００４えぇもん知ってもらおうプロジェクト事業費です。資料は、４４ページであります。資料

４４ページのほうに、その内容について記載をいたしております。 

 それから、その下です。００２町民文化祭事業費でございます。これは、資料ありません。内
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容的には、きん祭みん祭農業文化祭の開催に係る経費というところでございます。 

 それから、４１ページの一番下ですけれども、００３エネルギー対策事業費があるかと思いま

す。これは、資料４３ページにその内容を記載をしておるところでございます。 

 それから、予算書は４２ページに入りまして、右上中段のところです。００７電源立地地域対

策事業費４６３万円の予算計上がしてございます。これについては、資料４５ページに、その内

容について記載をしておるところです。主なところでは、設計委託料ということでございまして、

小学校の特別教室棟の空調設備の設置工事の設計委託、これが主な内容というところでございま

す。 

 それから、予算書４２ページの中段から下です。１３、定住推進費でございます。 

 まず、００２定住推進費、これ２つ続いていますけれども、上の定住推進費です。社会福祉士

等修学資金貸付金ということでございます。これは、文字どおり貸付けに係る経費を計上してお

るというところでございます。 

 それから、２つ目の００２定住推進費、企画課が所管する部分というところですけれども、こ

れらにつきましては、資料４６ページにまとめて記載をしておりますので、内容についてお読み

取りをいただければというふうに思います。 

 なお、４３ページに進んでいただきまして、今の定住推進費の続きということになりますが、

予算書４３ページの右上の補助金が出てくるところです。ＵＩターン検討者短期就業体験支援事

業費補助金３９万１,０００円の予算計上があるかと思います。これについては、参考資料にも

その概要を書き込みましたが、新規事業という、新規の取り組みということになってまいります。 

 それから、００３空家再生事業費です。参考資料は、４７ページでございます。 

 さらにその次です。００６定住推進施設費３２万４,０００円の予算計上がありますけれども、

これについては移住体験滞在施設、通称お試し住宅と呼んでおるものですけれども、そこの維持

管理経費という内容でございます。ここは、資料はありません。 

 下がっていただきまして、１４、生活安全対策費に入ります。００２生活安全対策費、参考資

料は４８ページです。この生活安全対策費でございますが、予算書次のページにも同じく生活安

全対策費というものが出てまいります。それぞれ総務課が所管する部分、税務住民課が所管する

部分というのがございまして、それらをまとめて参考資料の４８ページに記載をしておるという

ところで見ていただければというふうに思います。 

 それから、予算書４４ページの右側の中段ですけれども、００３地域公共交通対策費です。参

考資料は、４９ページでございます。 

 １点説明を加えます。この予算書の中に、タクシー助成事業補助金ということで、９１万

２,０００円の予算計上があると思います。参考資料にも示しておりますが、新規事業というこ
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とで、対象の地区としては木部谷・大野原地区と立河内・幸地地区を対象として実施をするとい

う、こういうことでございます。 

 それから、予算書４４ページの一番下です。 

 １５、多文化共生推進費、００２多文化共生推進費ということで、資料は５０ページでござい

ます。 

 １点、説明をさせていただきます。予算書４５ページの右上のところですけれども、報償金と

して３３万円予算計上させていただいております。このうち５万円という内訳になるんですが、

参考資料にも記載をしたとおり、やさしい日本語文書作成研修の経費を含むというところで見て

いただければと思います。 

 それから……。（発言する者あり） 

○議長（安永 友行君）  予算書の４５ページの徴税費は、午後に入りますんで、ここで昼休み休

憩にします。休憩します。 

午前11時52分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 議案３１号の令和３年度の一般会計予算の詳細説明が途中でおいてあります。４５ページから

と思いますが、野村総務課長、お願いします。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは予算書４５ページです。総務費、徴税費、１税務総務費で

す。００２税務総務費というところで、総務課と税務住民課、２つにわたっておりますけれども、

予算書４５ページの下のところ見ていただきますと、００２税務総務費があるかと思います。参

考資料につきましては５１ページということになります。 

 １点、中身について説明をさせていただきます。 

 予算書、次のページ、４６ページに進んでいただきまして、右上にシステム改修委託料

４３２万３,０００円の予算計上があるかと思います。参考資料のほうにも記載をしております

けれども、軽自動車の保有手続、これについてインターネット上で行うことができるようにシス

テム改修を行うという、こういう内容となっております。新しい新規事業ということになってま

いります。 

 それから、予算書下がっていただきまして、２賦課徴収費、００２賦課徴収費２２１万

５,０００円の予算計上。参考資料は５２ページでございます。ここも１点、説明を加えます。 

 参考資料にも記載をしております新規事業といたしまして、徴収専門員を１名を配置する。そ

ういう経緯がここに新たに計上されてきているというところ、見ていただければというふうに思
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います。 

 予算書でいいますと、会計年度任用職員という、それからこれに係る期末手当ですけども、こ

こが今申し上げた部分に当たるというところでございます。 

 それでは次に進みます。予算書４７ページです。戸籍住民基本台帳費、１戸籍住民基本台帳費

というところで、００２戸籍住民基本台帳費６１万８,０００円、これについては前年並みの予

算計上ということで見ていただければと思います。 

 それから、下がっていただきまして総務費、選挙費、１選挙管理委員会費でございます。

００２選挙管理委員会費ということで、予算計上いたしております。 

 令和３年度においては選挙が予定されておるということもありまして、通常ですと年６回分の

予算計上をいいんですけれども、令和３年度は８回分というふうな予算計上で、微増していると

いうところでございます。 

 次に進んでいただきまして４８ページです。２衆議院議員選挙費、００３選挙事務費７８７万

７,０００円です。参考資料は５３ページということになります。内容につきましては、資料等

を御覧いただければというふうに思います。 

 それから、４８ページの下ですが、８町長町議会議員選挙費です。００２選挙事務費というと

ころで２,３５５万５,０００円の予算計上、資料は５４ページでその内容を記載をしてくるとこ

ろでございます。 

 ここで１点、説明をさせていただきます。 

 予算書４９ページのほうに進んでいただきまして、右側のところでございます。説明欄を見て

いただきますと、選挙運動用自動車使用公営費、掲示場用ポスター作成公営費、選挙運動用ビラ

作成公営費というこの３つが入っているかと思います。これについては、制度上、新しい制度と

いうことになります。既に上程いたしておりますけれども、選挙運動の公費負担、その条例につ

いてに関する部分というところで見ていただければというふうに思います。 

 次、４９ページの下ですけれども、総務費、統計調査費、１統計調査総務費でございます。次

のページにわたっておりますけれども、来年度予定されておる統計調査に関するそれぞれの所要

経費を予算計上いたしたというところです。 

 それから５０ページの中段から下、総務費、監査委員費、１監査委員費です。００２監査委員

費として１６９万１,０００円の予算計上、これは前年同額の予算を計上いたしたというところ

でございます。 

 それでは、次に予算書、進んでいただきまして、５１ページです。民生費、社会福祉費、１社

会福祉総務費です。００２社会福祉総務費でございます。この部分については、予算書次のペー

ジにも出てまいりますけれども、資料は５５ページにそれをまとめておるというところでござい
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ます。内容については、お読み取りをいただければというふうに思います。 

 それから予算書５１ページの下、００４人権対策推進事業費１００万７,０００円の予算計上

があります。参考資料は５６ページに記載をしております。 

 １点ほど、ここで説明をしておきます。中に新規事業といたしまして、男女共同参画計画実態

調査経費ということで１４万７,０００円の予算計上があります。予算書で申し上げますと、報

償金の２８万５,０００円の中に含まれるというところで見ていただければと思います。 

 予算書進んでいただきまして、今度５２ページに移ります。ここで同じく００２社会福祉総務

費が出てまいりました。参考資料は５５ページというところでございます。 

 それからその下、００３民生児童委員運営費であります。これは資料はございません。予算的

には前年並みの予算計上ということで見ていただければと思います。 

 それから、その下の００５小地域ネットワーク事業費でございます。これについても資料はあ

りません。前年並みの予算計上ということであります。この部分については、午前中の介護保険

特別会計で御質問があったかと思います。そこに当たるところというところで、見ていただけれ

ばと思います。 

 その下です。００６成年後見支援事業費です。資料は５７ページであります。 

 それから予算書、次のページにいっていただいて、５３ページです。００７福祉センター管理

費であります。これは前年と同額の予算計上ということになってまいります。 

 それからその下の、００８福祉医療助成事業費です。これは資料があります。資料５８ページ

にその内容について記載をしておるというところであります。 

 次に、２高齢者福祉費に入ります。００２高齢者福祉総務費ということで、これにつきまして

は総務課、保健福祉課、福祉事務所というふうに３つにまたがっておりますけれども、まず

５３ページの００２高齢者福祉総務費、保健福祉課のところです。見ていただきますと、資料は

５９ページにその内容を記載をさせていただいておるというところであります。 

 さらに予算書、進んでいただきまして、５４ページの右上、００２高齢者福祉総務費１２万円、

これについても資料の中に記載を、資料が５９ページというところでございます。 

 次に進みます。３高齢者福祉施設費です。００２老人福祉センター管理費でございます。資料

は６０ページです。はとの湯荘の管理に係る経費を計上いたしておるということです。 

 １点、説明をさせていただきます。予算書では改修工事費として１６６万７,０００円の予算

計上がしてございます。参考資料のほうにもその部分、記載をしておりますけれども、高圧気中

開閉器、高圧ケーブル更新、浴室屋根修繕、そうした内容を含めて１６６万７,０００円の修繕

工事費を予算計上しているというところでございます。 

 それから、予算書その下です。００３特別養護老人ホーム管理費です。施設はとびのこ苑でご



- 131 - 

ざいます。ここは資料はありません。 

 それから、その下です。１つ飛ばしまして、００６高齢者福祉施設整備事業費２,０２７万

１,０００円の予算計上がしてございます。資料は６１ページであります。内容については、資

料にも記載をしておりますけれども、まず、とびのこ苑における空調設備の工事にかかる管理委

託料あるいは改修工事費というところ。 

 それから、機械器具費として１５２万１,０００円の予算計上がしてございますが、これにつ

いてはデイサービスセンターの介護用ベッドを更新するという、こういう内容になってまいりま

す。 

 それでは下がっていただいて、４障がい者福祉費です。００２障がい者福祉総務費ということ

で、ここの部分につきましては資料６２ページにその内容を記載をさせていただいております。 

 それから、次のページにまいります。予算書は５５ページであります。中ほどの００４子ども

発達支援事業費です。資料は６３ページです。 

 それから、００５自立支援給付事業費であります。資料は６４ページであります。 

 それから次のページ、予算書は５６ページに入っていただきまして、００６自立支援医療助成

事業費、これは参考資料６５ページです。 

 それから、００７地域生活支援事業費であります。これは参考資料６６ページであります。 

 予算書は下がっていただいて、００３特別障がい者手当費です。３２０万２,０００円の予算

計上がしてあるかと思います。これについては資料ございません。予算については前年並みの予

算の規模、内容というところで見ていただければと思います。 

 次のページに移っていただきまして、予算書は５７ページの上です。５障がい者福祉施設費、

００２障がい者福祉施設管理費です。１,３３０万３,０００円の予算計上、資料は６７ページで

あります。障がい者総合支援センターの管理経費というところで見ていただければと思います。 

 それから、予算書は進んでいただきまして、今度は５８ページに移ります。中ほどからです。

民生費、児童福祉費、１児童福祉総務費です。００２児童福祉総務費でございます。資料は

６８ページです。参考資料にもここは書いておりますけれども、新規事業として記載をしており

ます小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費１２万９,０００円という予算計上がありますけれ

ども、こうしたものは新規の事業という格好になります。 

 それから予算書は下がって、００４特別児童扶養手当費、それからさらにその下、００５児童

手当支給費、これらにつきまして、前者は前年並み、それから児童手当の支給費については見込

み数値を予算計上をいたしたというような内容です。 

 次に進んでいただきまして、予算書５９ページに移ります。００６次世代育成支援対策費です。

参考資料については６９ページでございます。 
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 さらにその下、００７子育て世代包括支援センター事業費、資料は７０ページです。 

 １点、説明をさせていただきます。参考資料のほうにも主な事業概要欄に書いておりますけれ

ども、新規事業が記載をしてあるかと思います。ぴよぴよの看板増設、それから新型コロナウイ

ルス感染症包括支援事業、それぞれ１５万円、６０万円の予算を計上といたしておるということ

でございます。 

 それから、予算書下がって、００８地域子育て支援拠点事業費です。資料は７１ページであり

ます。ここでも参考資料も併せて見ていただきますと、新規ということでコロナウイルスの感染

症包括支援事業というところでの３０万円の予算計上が併せてございます。 

 それでは予算書、次のページに進みます。６０ページに移ります。２保育所費、００２保育所

総務費です。資料は７２ページであります。 

 それから、その下の００６児童福祉施設整備費です。資料７３ページであります。 

 次の、００７子ども・子育て支援事業費です。資料は７４ページであります。 

 予算書、次に進みます。６１ページに入りまして、３放課後児童対策費です。００２放課後児

童対策事業費でありまして、参考資料は７５ページであります。参考資料にも書いておりますけ

れども、ここで新規事業というような格好で、新型コロナウイルス感染症包括支援事業３００万

円の予算計上がしてございます。 

 それから、もう一点ほど説明加えます。業務運営関係委託料というところで１,６４６万

８,０００円の部分があるかと思います。これについては、六日市保育所、七光保育所への委託

料ということでございます。 

 その下です。００３放課後児童対策施設管理費であります。資料は７６ページであります。放

課後児童クラブの関連施設の管理経費というところで見てください。 

 予算書６１ページの下ですけれども、４母子父子福祉費です。００２母子父子福祉総務費

１８０万４,０００円の予算計上、それから次のページにいっていただいて、００３児童扶養手

当費１,９０２万３,０００円、これらについては前年並みの予算計上というところで見ていただ

ければと思います。 

 予算書は６２ページの中段からです。民生費、生活保護費、１生活保護総務費、００２生活保

護総務費です。資料については７７ページにその内容について記載をしておるというところでご

ざいます。 

 それから、予算書、次のページにいっていただいて６３ページです。右上です。００３生活困

窮者自立支援事業費、資料は７８ページです。ここにも新規事業がございます。参考資料のほう

に書き込んでおりますけれども、事業概要欄のところに新規としてアウトリーチ自立相談機能強

化事業として３００万円の予算計上がしてあるということです。内容については記載のとおりで
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ありまして、予算上は業務運営関係委託料の中に含まれるということで見ていただければという

ふうに思います。 

 それでは、予算書は６３ページ、中段から下です。衛生費、保健衛生費、１保健衛生総務費と

いうところに入りまして、おめくりいただきまして６４ページに入ります。００２保健衛生総務

費です。資料は７９ページにその内容を記載をしております。 

 それから、００３保健衛生施設費でございます。これは資料ありません。１７５万

６,０００円の予算計上、施設としては保健センターであります。これの管理経費というところ

で見ていただければと思います。 

 それから、その下です。００５地域医療対策費、資料８０ページであります。この地域医療対

策費につきましては、６５ページにまたがっておりまして、６５ページの右上、見ていただきま

すと、地域医療確保緊急対策事業補助金１億６,０２１万４,０００円の予算計上があるかと思い

ます。参考資料にもこの数字は書き込んでおりますけれども、２月２４日の全員協議会で石州会

六日市病院に対する補助の内容について説明を申し上げました。それに関連するところというと

ころで見ていただければと思います。 

 それでは次に進みます。６５ページの中段から下に入ってきますけれども、２母子衛生費です。

００２母子衛生総務費です。資料は８１ページであります。 

 それから、００３子ども等医療費助成事業費です。資料は８２ページであります。 

 それから、００４乳幼児健診事業費、資料は８３ページです。 

 予算書６５ページの一番下ですけれども、００５妊婦健診事業費です。資料は８４ページであ

ります。 

 進んでいただきまして、６６ページに入って、００７母子保健医療対策総合支援事業費です。

資料は８５ページであります。 

 予算書６６ページの中段から下に入っていきます。３予防費、００３予防接種費であります。

例年の予防接種の経費に加えまして、来年度については新型コロナウイルスワクチン接種に係る

経費もこの中に含まれてくるという、こういう内容になっております。参考資料といたしまして

は、８６ページでございます。 

 予算書６６ページの一番下です。００４検診事業費です。２１１万５,０００円の予算計上で

あります。ここの部分については資料はありません。前年並みの予算計上というところで見てい

ただければと思います。 

 次のページに進んで、６７ページです。００５がん検診推進事業費です。これについては、参

考資料８７ページに記載をしておるところでございます。 

 それから、予算書００６歯科保健事業費、その下の００７自死予防対策事業費です。これらに
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ついては、前年並みの予算計上というところで見ていただければと思います。 

 それから、下がっていただきまして、４健康増進費、００３食育推進事業費です。資料は

８８ページというところで、その内容を記載をしております。 

 予算書、進んでいただきまして、６８ページに入りまして、右上、００４健康増進事業費です。

資料はございませんが、ここについては前年並みの予算規模、内容というところで見ていただけ

ればと思います。 

 それから、中段から下です。５環境衛生費であります。００２環境衛生総務費３４万

３,０００円の予算計上があるかと思います。これについては資料はありませんけれども、１点

説明をさせていただきます。 

 その中の下に下がっていただきますと、猫の繁殖制限手術補助金ということで２０万円の予算

計上があろうかと思います。これについては、文字どおりこうした補助制度を新たに創設をして

いきたいという、こういうことで新規事業ということになってまいります。 

 その下です。００３環境衛生施設費でございます。資料は８９ページであります。この部分、

次のページにまたがっておりまして、６９ページのほうに移って維持管理工事費として４７３万

円の予算計上があるかと思います。これも参考資料のほうに記載をしておりますけれども、バー

ナー及びコントロールモーターの改修工事を行うという、こういう経費、工事費ということにな

ってまいります。 

 次に進みます。衛生費、清掃費、１清掃総務費です。００２清掃総務費ということで、資料は

９０ページであります。 

 ここで２点ほど説明をさせていただきます。この中に印刷製本費として、予算書では８８万円

の予算計上があるかと思います。このうち６６万円の部分なんですけれども、参考資料も同時に

見ていただきますと、新規事業としてごみの分別大図鑑改訂に係る印刷製本費という、こういう

内容がここに含まれるということであります。 

 それから予算書、印刷製本費の下、業務運営関係委託料４００万４,０００円の予算計上があ

るかと思います。これも参考資料のほうに記載をいたしております。災害廃棄物処理計画策定業

務の委託料ということで、その内容については資料記載のとおりでございます。そうしたものが

新しい事業というふうになってまいります。 

 予算書はその下に下がって、００３し尿処理対策費というところであります。これらにつきま

しては、規模、内容ともに前年並みの予算計上ということで見ていただければと思います。 

 では、次に進んでいただきまして、２ごみ処理費ということで、７０ページの右上です。

００２不燃物処理事業費でございます。資料については９１ページであります。 

 さらにその下、００３可燃物処理事業費です。資料は９２ページということであります。 
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 さらにその下です。００４資源ごみ処理事業費ということで２９５万７,０００円の予算計上

があるかと思います。これについては、資料はございません。内容的には資源ごみの収集に係る

委託料等ということになってまいります。予算的には前年並みの予算規模ということで見ていた

だければと思います。 

 それでは、下がっていただきまして、予算書７０ページの下ですが、労働費、労働諸費、１労

働諸費のところに入ります。 

 ００２労働諸費でありまして、資料は９３ページということになります。 

 １点、説明を加えます。予算書は７１ページの右上に記載をしております。業務運営関係委託

料１６５万円であります。この内容については、参考資料にも記載をしておりますけれども、人

材確保サポート支援事業ということで予算計上をいたしておるということであります。新規事業

という形になります。 

 それから、次に進みます。農林水産業費に入りまして、農業費、１農業委員会費、００２農業

委員会総務費です。資料は９４ページであります。およそ前年並みの予算規模内容ということで

ございます。 

 予算書進んでいただきまして、７２ページに入っていただきます。２農業総務費の００２農業

総務費です。資料は９５ページであります。 

 さらに進みまして、予算書７２ページの一番下です。３農業振興費、００２農業振興総務費で

あります。次のページにまたがってますけれども、資料は９６ページということになってまいり

ます。参考資料のほう見ていただければと思います。この中に事業に係るそれぞれの予算につい

て一覧表にしてまとめておりますので、見ていただければというふうに思います。 

 １点、説明を補足させていただきます。予算書でいいますと７３ページの中段のところですけ

れども、業務運営関係委託料として３,２６４万３,０００円の予算計上があるかと思います。こ

れについては、参考資料のほうを見ていただくと、内訳的には、事業内訳としては、そこで見て

とれるんですけれども、この中に２月２４日の全員協議会で産業課が説明を申し上げました、情

報発信事業というタイトルだったと思いますけども、その内容がここに含まれているということ

でございます。 

 それでは、予算書７３ページの下ですが、００３有機農業振興費です。資料は９７ページであ

ります。 

 予算書、進んでいただきまして、７４ページに入ります。００４棚田保全事業費、それからそ

の下の００５経営所得安定対策事業費、これらについては資料ありませんが、前年並みの予算計

上というところで見ていただければと思います。 

 次に、００６日本型直接支払交付金事業費でございます。資料については９８ページにその内
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容を記載をさせていただいております。 

 それから予算書、次に進んで７５ページのところです。００７新規就農者育成確保事業費でご

ざいます。資料は９９ページです。 

 ここで１点、説明をさせていただきます。説明欄の一番下ですけれども、農業研修経費等補助

金５４３万円の予算計上があるかと思います。参考資料にもそれを記載をさせてもらいましたが、

２月２４日全員協議会において産業課のほうから説明をさせていただきました。新規就農される

方への支援、そうした支援事業を創設するという、こういう内容がここに入ってくるというとこ

ろでございます。 

 それから、００８ブランド化推進事業費でございます。参考資料は１００ページにその内容を

記載をしております。これも参考資料のほうを見ていただきますと、それぞれの事業と係る予算

について一覧表にしておりますので、お読みとりをいただければというふうに思います。 

 予算書７５ページの一番下ですけれども、４農業振興施設費です。００３農業振興施設管理費

４８１万９,０００円の予算計上があるかと思います。これについては、資料はございません。

施設は柿木ふれあい会館でありまして、ここの管理経費というところでお読みとりをいただけれ

ばと思います。 

 さらに次のページ、７６ページに入っていただいて、同じ表現ですけども００３農業振興施設

管理費２１０万５,０００円という予算計上があるかと思います。ここについては資料はござい

ません。内容といたしましては、道の駅かきのきむら、柿木農産加工場、そうしたものの管理経

費というところで、お読みとりをいただければと思います。 

 それからその下です。５畜産業費、００３畜産業振興事業費でございます。資料は１０１ペー

ジということになります。 

 １点、説明を加えます。この中で一番下のところですが、子牛保留事業補助金４０万円の予算

計上があるかと思います。これも先日の全員協議会で産業課が説明を申し上げた部分でございま

す。新規事業ということになってまいります。 

 それでは、次に移ります。予算書は７７ページに移ってまいります。６農地費の中ですけれど

も、００２土地改良総務費であります。資料は１０２ページであります。 

 これさらにその下ですけれども、００３農道水路維持管理費です。資料は１０３ページであり

ます。 

 さらにその下、００５土地改良単独整備事業費であります。資料は１０４ページということで

あります。 

 １点ほど、説明をさせていただきます。この部分で建設工事費といたしまして４１３万

６,０００円の予算計上があるかと思います。参考資料にも記載をさせていただきましたが、真
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田地区の表土集積工事という、こういう内容がここに入ってくるというところで、見ていただけ

ればと思います。 

 予算書、次のページに進んでいただきまして、７８ページに入ります。右上、００６土地改良

補助整備事業費でございます。資料は１０５ページであります。 

 予算書、そのまま下に下がっていただくと、今度は００７農村地域防災減災事業費ということ

です。資料は１０６ページということになります。 

 ここでちょっと説明を加えておきます。参考資料のほうを見ていただければと思います。主な

事業概要というところで、新規事業、それから継続事業の設計委託料、あるいは工事費、そうし

たものを記載をしておりますので、御確認をいただければというふうに思います。 

 そうしますと予算書、次に進んでいただきまして、予算書は７９ページに入ります。農林水産

業費、林業費、林業総務費ということになります。００２林業総務費でございます。 

 ここについては資料はございませんが、１点、説明を加えておきます。４つ目でございまして、

第三セクター整備交付金４,７００万円の予算計上があるかと思います。ここについては３月

１日の全員協議会等々で、これまで説明をしてきた部分、エポックかきのきむらの部分というこ

とで、見ていただければというふうに思います。 

 それからその下の、００３鳥獣被害対策費でございます。資料は１０７ページです。資料は

１０７ページにその内容について記載をしておりますので、お読みとりをいただければと思いま

す。 

 予算書は進んでいただきまして、２林業振興費に移ってまいります。００２林業振興総務費で

ございます。資料は１０８ページです。 

 予算書、次のページにまたがっておりまして、おめくりいただいて８１ページに進んでいただ

ければと思います。右上に各種補助金のメニューを並べております。上から５行目のところです

けれども、高津川流域森林再生支援事業補助金１８３万１,０００円、それから１つ飛ばして、

森林作業道整備事業補助金３５０万円、それから３つ飛ばして災害被害森林復旧対策事業補助金

３３万８,０００円、今申し上げた３つの補助金でございますが、これは２月２４日の全員協議

会で産業課のほうから説明を申し上げたところの部分でございます。新規の補助金と、こういう

ことになってまいります。 

 それでは、次に進みまして予算書８１ページの下になります。３林業振興施設費です。

００３林業振興施設管理費です。これは資料はございません。これはこの施設でいいますと、右

ケ谷のキャンプ場、シイタケ関連施設、そうしたものの管理経費がここに含まれているというこ

とでございます。 

 それから、その下ですけれども、同じ００３林業振興施設管理費３８万３,０００円の予算計
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上があるかと思います。これは建設水道課の予算ということですけれども、施設としましては平

栃の滝森林公園、ここの管理経費という、こういう内容になっております。 

 さらにその次のページ、予算書８２ページの右上のところです。今度は教育委員会の００３林

業振興施設管理費ということです。これについては、施設は林業総合センターであります。そこ

の管理経費ということで見ていただければと思います。 

 それでは次に、４林道費でございます。００４林道新設改良単独事業費ということです。

３５０万円の予算計上、これは資料１０９ページにその内容について記載をさせていただいてお

ります。内容については記載のとおりでございまして、この部分については２月２４日の全員協

議会において、産業課のほうから説明をさせていただいた部分というところで、見ていただけれ

ばと思います。 

 予算書、次のページに進んで８３ページです。同じ林道費ですけれども、００２林道総務費、

それから００３林道維持管理費です。参考資料ありません。これらにつきましては、前年並みの

予算内容というところで見ていただければと思います。 

 その下の水産業費、１内水面漁業振興費、００３内水面漁業振興費、これらについても前年並

みの予算というところで見ていただければと思います。 

 それでは次にいって、予算書は８４ページです。商工費、商工費、１商工振興費でございます。

００３企業誘致・産業立地事業費です。資料は１１０ページであります。 

 参考資料のほうにも書き加えておりますけれども、１点、説明を加えます。資料の事業概要欄

のところに、新規というところがあるかと思います。贈呈されたトレーニングマシン保守委託料

１６万５,０００円という予算計上があるかと思います。こうしたものが新たに経費として加わ

ってきているというところで、見ていただければというふうに思います。 

 それから予算書のほう戻って、００２商工振興総務費でございます。参考資料は１１１ページ

です。各種の補助金ということで、予算計上をいたしておるところでございます。 

 １点、説明をさせていただきます。参考資料のほう見ていただきますと、主な事業概要欄のと

ころ、【拡充】というところがあるかと思います。小規模店舗連携活動支援事業補助金というこ

とで、スタンプ会協議会が行うプレミア商品券発行事業に係る助成ということで、セット数を上

乗せをしておるという、こういうところがこの中に入ってきているというところでございます。 

 それでは予算書に戻っていただきまして、８５ページに移ります。観光費に入ってまいります。

００２観光振興対策費であります。ここにつきましては、予算書次のページにも観光振興対策は

またがっておりますが、最初に出てくるのは企画課が所管する部分でございまして、資料

１１２ページに記載をしておるというところであります。 

 次のページの右上ですけれども、同じ００２観光振興対策費ということで、こちらには柿木地
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域振興室が所管いたします、ふるさと夏まつりに関連する経費を予算計上しておるというところ

です。これらを併せて参考資料でいうと、１１２ページにまとめて記載をさせていただいておる

というところで、お読みとりをいただければと思います。 

 予算書８５ページの右の下ですけれども、００３観光施設管理費です。資料は１１３ページと

いうことであります。参考資料のほうを見ていただきますと、この予算の中に含まれる施設、そ

れから係る経費等をまとめておりますので、お読みとりをいただければというふうに思います。 

 それから、予算書は８５ページの一番下ですけれども、００４観光施設整備事業費であります。

資料１１４ページであります。この部分につきましては、これまで御説明申し上げておりますけ

れども、むいかいち温泉ゆ・ら・らにおけるＺＥＢ化工事等の経費をここに計上いたしておると

いう、こういう内容であります。中身につきましては資料のほうで御確認をいただければという

ふうに思います。 

 予算書８６ページに移っていただきまして、３都市農村交流費でございます。００２都市交流

推進事業費というところで、資料は１１５ページであります。 

 それから、その下です。００３交流施設管理費、資料は１１６ページであります。 

 次に進みます。今度は予算書８７ページに移っていただきまして、中ほどから土木費、土木管

理費、１土木総務費です。この中の００２土木総務費であります。資料は１１７ページでありま

す。主だったところにつきましては、資料のほうに記載をしておるというところで、お読みとり

をいただければと思います。 

 予算書は進んでいただきまして、今度は８９ページです。８９ページには土地対策費というと

ころで、００２地籍調査事業費でございます。資料は１１８ページにその内容を記載をさせてい

ただいております。１１８ページ、主な概要欄を見ていただきますと、継続地区が３か所、新規

として１か所という事業予定ということになってまいります。 

 それでは、予算書は８９ページの下ですが、土木費、道路橋梁費、１道路橋梁維持費に入って

まいります。 

 さらにおめくりいただいて、９０ページに移ってください。００３道路維持管理費でございま

す。資料は１１９ページであります。 

 さらにその下ですけれども、００５除雪費であります。資料については１２０ページに記載を

させていただいています。 

 それから、今度は予算書９０ページの下ですけれども、２道路橋梁新設改良費というところで、

予算書次に進んで、９１ページに００３道路新設改良単独事業費であります。資料は１２１ペー

ジということであります。資料にも記載をさせていただいておりますけれども、新規の路線とい

たしましては町道朝倉真田線道路改良、それから町道向月瀬線防護柵設置工事、こうしたものが
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新規事業という内容となってまいります。 

 それから、次の００４道路新設改良補助事業費でございます。資料は１２２ページです。 

 さらにその下、００６橋梁新設改良補助事業費です。資料１２３ページであります。資料

１２３ページの事業概要欄見ていただきますと、継続あるいは新規ということで、その橋梁箇所

等、記載をしておりますので、お読みとりをいただければというふうに思います。 

 参考書９１ページの下です。河川費に入りまして、１河川総務費、００２河川維持管理費です。

資料は１２４ページにその内容を記載をしております。 

 予算書、次のページです。９２ページに移っていただきまして、２河川改良費、００３河川改

良単独事業費です。資料は１２５ページに記載をしております。これも概要欄見ていただきます

と、その新規の改修箇所等を記載をしておりますので、お読みとりをいただければというふうに

思います。 

 それから、予算書９２ページの下ですけれども、住宅費に移ります。１、住宅管理費です。

００２公営住宅等管理費ということで、資料は１２６ページで記載をしております。 

 ２点ほど、説明をさせていただきます。まず１つ目ですけれども、予算書は次の９３ページの

ところに記載が出てまいります。設計委託料として４４７万７,０００円という予算計上がして

ございます。参考資料を見ていただきますと、主な事業概要欄の一番上ですが、新規として公営

住宅等長寿命化計画（第三次）策定業務委託料ということで、その金額を計上させていただいて

いるということであります。内容については、その下のところをお読みとりをいただければと思

います。 

 さらにそこから、参考資料のほうですが、下がっていただきまして、新規というところがある

かと思います。補修工事費として中原地区広場整備工事、それからグレースマンション管理用量

水器設置工事、こうした部分については新規事業というような形になってまいります。予算書上

は合わせて、補修工事費として４７１万７,０００円の予算計上がしてあるというところで見て

いただければと思います。 

 予算書９３ページの中ほどからです。２住宅建設費、００２公営住宅等整備事業費であります。

参考資料は１２７ページであります。これもまた参考資料のほうを見ていただきますと、新規の

事業という形で事業概要欄、新規中山団地の解体、それから新木部谷団地の解体、こうしたもの

を新規事業として予定をしておると、こういう内容が含まれてまいります。 

○議長（安永 友行君）  課長、消防費に入る前に休もう。 

○総務課長（野村 幸二君）  はい。 

○議長（安永 友行君）  土木費の住宅費が終わりましたので、消防費に入るところで、９４ペー

ジからは休憩後に行います。 



- 141 - 

 ここで１０分間、休憩します。 

午後２時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時15分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 一般会計の説明が残っております。野村総務課長、お願いします。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、消防費でございます。予算書は９４ページからというこ

とになってまいります。 

 まず、消防費の１常備消防費でございます。００３常備消防費でありますが、資料は

１２８ページであります。益田地区広域市町村圏事務組合の負担金ということで、計上をいたし

ておるものでありますけれども、参考資料のほうにも記載をさせていただいております、通常分

と新規という格好で表現していますけれども、組合の設備整備負担金というものを、それぞれ予

算計上しておるという、こういう内容になっております。 

 予算書のほう戻りまして、２非常備消防費です。００２非常備消防総務費です。資料について

は１２９ページになります。 

 さらにその下です。００３消防団等活動事業費でございます。資料については１３０ページで

あります。 

 ここで１点、説明を加えます。予算書では、ここの一番下ですけれども、消防団員免許取得補

助金ということで、５１万８,０００円の予算計上があるかと思います。参考資料にもこの部分

について記載をしておるところでありますけれども、団員さんが参考資料にあるような免許を取

得する際に、幾らかの補助をさせていただくという、こういう内容になっております。 

 それから、予算書９４ページの下です。００４消防車両維持管理費です。これについては資料

はございません。予算規模、内容ともに前年並みということで、お読みとりをいただければと思

います。 

 次の９５ページに移ります。３消防施設費です。００２消防施設管理費でありまして、資料は

１３１ページであります。 

 ここで１点、説明を加えます。参考資料にも記載をさせていただいておりますけれども、予算

書でいうところの改修工事費のところです。総額で５７３万６,０００円の予算計上があるかと

思います。内訳については、参考資料の事業概要欄、新規というところで書き表しております。

柿木分遣所トイレ改修、それから国道１８７号線の沢田地区消火栓蓋修繕工事、それから防火水

槽改修工事、こうした内容が含まれているというところで、お読みとりをいただければと思いま

す。 
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 それから予算書に戻って、９５ページの下ですが、４防災費です。００２防災総務費です。資

料は１３２ページということでございます。 

 この部分については、予算書、次のページにまたがっておりまして、１点ほど説明を加えてお

きたいと思います。予算書９６ページの右上のところです。福祉避難所運営費負担金ということ

で、１０万円の予算計上があるかと思います。これについては、参考資料１３２ページの事業概

要欄のちょうど中ほどですけれども、新規ということで、その内容について記載をさせていただ

いておりますので、御確認いただければというふうに思います。 

 予算書に戻っていただきまして、００３防災設備等管理費であります。これについては資料

１３３ページに記載をさせていただいています。 

 それから、００４防災設備等整備事業費です。資料は１３４ページです。現在、行っておりま

す防災無線の整備工事にかかる部分というところで、お読みとりをいただければと思います。 

 それから、その下、また００２防災総務費が出てまいります。税務住民課が所管する部分であ

りますけれども、２つの補助金について記載、計上させていただいておるというところ、それか

らその下の建設水道課が所管する防災総務費の部分で、土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事

業費補助金１７０万円の予算計上があるかと思います。この建設水道課が所管する部分について

は、新規の補助金、補助制度ということになってまいります。内容といたしましては、参考資料

の１３２ページの事業概要欄のところに記載をしておりますので、御確認いただければと思いま

す。 

 それでは、今度は次に進んで、９７ページ教育費に入ります。教育総務費、１教育委員会費、

００２教育委員会費１９３万６,０００円の予算計上です。この部分については、前年並みの予

算というところで見ていただければと思います。 

 おめくりいただきまして、９８ページに入ります。００２事務局総務費であります。資料は

１３５ページであります。この部分は、ちょっと次のページにもまたがっておりますけれども、

３点ほど説明を加えてまいります。 

 まず、９８ページの右側の中ほどでございます。教育振興計画策定委員会委員ということで、

５０万６,０００円の予算計上があるかと思います。これは先に上程をいたしております、この

委員会の設置条例に係る部分、委員会の経費というところがあります。 

 それから、下がっていただきまして、業務運営関係委託料５１９万１,０００円というところ

があるかと思います。この予算の大部分を占めますのが、参考資料にも同様に書きましたけれど

も、ＧＩＧＡスクールサポーター事業委託料、これが５００万円ということでの予算計上で、ほ

ぼこの中の大宗を占めるという、こういう内容になってまいります。 

 次の予算書、次のページにいって９９ページの右上です。庁用器具費として９４万
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３,０００円の予算計上があるかと思います。ここも参考資料のほうに書いております。参考資

料は１３５ページの概要欄のところ、新規のところでタイムカード機器の購入ということで、

９４万３,０００円というふうに記載をしております。この部分が当たるところでありまして、

内容的には資料に記載をしてあるというところで、お読みとりをいただければというふうに思い

ます。 

 予算書は次に００３事務局施設費です。資料は１３６ページでございます。 

 ここで１点、説明をさせていただきます。予算書でいきますと、下のほうに下がっていただき

まして、設計委託料で３６万２,０００円、それから改修工事費で１,６２８万円、予算計上があ

るかと思います。この２つの部分につきましては、旧蔵木中学校の体育館の屋根の改修工事とい

うことです。主には塗装の改修という内容となっておりますけれども、それにかかる経費の予算

計上というところで、お読みとりをいただければと思います。 

 予算書、その下ですけれども、００５スクールバス運行事業費です。前年並みの予算というこ

との内容です。 

 それからその下、００７特別支援教育事業費です。資料は１３７ページでございます。 

 １点ほど、ここで説明を加えておきます。予算書１００ページの右側のところですけれども、

建設工事費として１９０万３,０００円の予算計上があるかと思います。内容については、参考

資料にも記載をさせていただいております。六日市中学校の特別教室エアコン設置工事と、こう

いう内容となっております。 

 それから、予算書戻って、００８新入学お祝い事業です。資料は１３８ページにその内容を記

載をしております。 

 さらにその下、００９サクラマスプロジェクト事業費であります。資料は１３９ページであり

ます。 

 さらにその下、よしか塾事業費です。９８７万７,０００円の予算計上でございますが、この

部分については資料はありません。予算内容、規模的には前年並みの計上というところで見てい

ただければと思います。 

 次のページに移ります。予算書１０１ページの３学校給食費でございます。右側の中ほどに

００２学校給食総務費というところがあるかと思います。資料は１４０ページであります。 

 １点ほど、説明をさせていただきます。この中で修繕料２０５万２,０００円という部分があ

ろうかと思います。これについては、参考資料にもその内容を示しておるところです。世代間交

流施設の空調設備等の修繕、それを行うという、こういう内容になっております。 

 それでは、予算書次のページに進んでいただきまして、１０２ページに入ります。右上、

００３調理場施設費です。資料は１４１ページであります。町内３つの共同調理場の管理経費と
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いうところで見ていただければというふうに思います。 

 それから次に、小学校費のほうに移ってまいります。１小学校管理費の部分であります。ここ

につきましては、次の予算書１０３ページに進んでいただきまして、００５小学校施設整備事業

費とあるかと思います。資料は１４２ページであります。調査分析委託料として１４５万

２,０００円の予算計上、内容について申し上げますと、資料にも記載をしておりますけれども、

蔵木小学校の外壁アスベスト調査の委託料ということであります。この部分につきましては、

２月の２４日の全員協議会で、教育委員会のほうから説明を申し上げた部分、ここが当たるとい

うところで見ていただければと思います。 

 今、飛ばしましたけれども、小学校事務局管理費、小学校施設管理費、それぞれにつきまして

は、所要の予算、内容的には前年と同内容での予算計上、幾らか数字が変動をしてますけれども、

そういうことで予算計上をいたしました。 

 それから、予算書は１０４ページの右側、中段のところです。ここの蔵木小学校という表現が

入っているかと思います。ここから１０６ページまででありますけれども、町内各小学校からの

要求に基づきまして、予算配当をさせていただいたものということであります。予算書

１０４ページには蔵木小学校、六日市小学校、１０５ページには朝倉小学校、七日市小学校、

１０６ページには柿木小学校というところで記載を、予算に計上をいたしておるところでありま

す。お読みとりをいただければというふうに思います。 

 それから、予算書１０７ページに移ります。中学校費というところでございます。１中学校管

理費ということで、００３中学校事務局管理費、００４中学校施設管理費、それぞれ所要の予算

につきまして、前年とおよそ同内容におきまして、予算計上させていっていただいたというとこ

ろで、見ていただければというふうに思います。 

 それから、先ほど小学校のところでも申し上げましたが、予算書１０８ページの下ですけれど

も、六日市中学校という表現が出てくるかと思います。このページから１１０ページまでは、町

内の各中学校のほうに予算配当をした部分ということでありまして、１０８ページから六日市中

学校、１０９ページには吉賀中学校、柿木中学校のそれぞれの予算を計上させていただいたとい

うところでございます。 

 予算書は１１０ページに移っていただきまして、中段から下です。教育費の社会教育費の１社

会教育総務費でございます。 

 右側の下ですけれども、００２社会教育総務費であります。それから次のページにいっていた

だいて、００３人権教育促進事業費、それぞれ前年と同内容の予算計上というところでお読みと

りをいただければというふうに思います。 

 それから、予算書は１１１ページに移っておりまして、００４子育て協働プロジェクト事業費
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であります。これは資料がありまして、１４３ページです。内容については、こちらのほうに記

載をしているところです。予算規模的には前年並みの予算を計上をしているというところであり

ます。 

 それから、その下の００５ふるさと教育推進事業費です。資料はございません。これも前年並

みの予算規模、内容というところで見ていただければというふうに思います。 

 その下の００６成人式費についても同様でございます。 

 予算書は、次の１１２ページに移りまして、右上、００７ふるさと人づくり推進事業費であり

ます。これは資料がありまして、１４４ページです。これの主な内容でありますが、資料にも記

載をしておりますとおり、統括コーディネーターを配置をしておるところでございます。この部

分に係る経費というところで見ていただければというふうに思います。 

 それからその下です。２社会教育施設費に移ります。００３サクラマス交流センター管理費と

いうことで、資料は１４５ページであります。 

 １点ほど、補足させていただきます。参考資料の１４５ページ、事業概要欄のところ見ていた

だきますと、新規ということで交流センターの入居者募集パンフ印刷製本費４５万円の予算計上

があるかと思います。これは予算書上も印刷製本費４５万円ということで、計上いたしておりま

す。文字どおり、町外、県外からの入所者の募集に使うためのパンフを印刷をしたいという、こ

ういう内容が新しい事業ということで、中に入ってきておるということでございます。 

 それから予算書、次のページにいっていただいて、１１３ページ、３、公民館費です。

００３公民管理事務局管理費ということで、資料は１４６ページでございます。公民館に配置し

ております館長さん、それから主事さん、そうした方々に関わる、それからそこで行われる運営

等々に係る経費というところで見ていただければというふうに思います。 

 それから、予算書１１３ページの下ですけれども、蔵木公民館という表現があろうかと思いま

す。ここから１１６ページまでのところなんですけれども、各公民館に配当した予算ということ

で計上してます。１１３ページから蔵木公民館、１１４ページは六日市公民館、朝倉公民館、

１１５ページは七日市公民館、柿木公民館ということで、配当予算の明細等々について、計上い

たしておるというところで見ていただければと思います。 

 予算書は１１６ページにいっていただいて、中段から下になります、４図書館費、００３図書

館事務局管理費であります。資料は１４７ページであります。文字どおり図書館の運営に係る経

費というところで、予算計上をいたしておるという内容であります。 

 それでは、次に進んでいただいて、同じ図書館費ですけれども、予算書１１７ページの

００４図書館運営費であります。資料は１４８ページです。内容については、参考資料で御確認

いただければと思います。前年並みの予算規模、内容ということになってまいります。 



- 146 - 

 それから、予算書その下です。５文化財保護費、００３文化財保護費です。１４０万

３,０００円の予算計上、これについては資料はございません。内容的には前年と同じ、規模内

容ということで予算計上をいたしております。 

 それから、１１７ページ、一番下ですけれども、保健体育費、１保健体育総務費です。

００２保健体育総務費ということで、次の１１８ページのほうを見ていただきますと、参考資料

といたしましては、資料１４９ページにその内容について記載をしておるというところです。 

 それから下がって、００３保健体育施設費です。資料は１５０ページです。町内にあります

様々な体育施設等の運営管理にかかる経費ということで、参考資料のほうの事業概要欄に該当す

る施設として係る経費の内訳等を記載をしております。お読みとりをいただければというふうに

思います。 

 予算書１１８ページの一番下ですけれども、００４保健体育施設整備事業費です。資料は

１５１ページになります。資料のほう見ていただきますと、主な事業概要欄として、新規という

表現にしております。中身としましては、スポーツ公園の管理棟トイレの改修工事の監理業務委

託料、それから改修工事費について予算計上をさせていただいておるというところです。 

 予算書に戻っていただきまして、１１９ページです。中ほどのところでございます。公債費に

入りまして、１元金、それから２の利子、これらにつきましては、予算計上したその記載のとお

りというところでございます。 

 それから、その下の予備費であります。前年と同額の金額を計上したというところで、見てい

ただければと思います。 

 以上が歳出でありまして、次に、歳入のほうに入ってまいります。 

 予算書は戻っていただきまして、１０ページをお開きください。予算書１０ページの上からま

いります。町税、町民税、１個人、現年度分、滞納繰越分、それぞれ予算計上いたしております。

徴収率の設定について申し上げたいと思います。現年度分につきましては徴収率９９.１％で算

出をいたしております。それから、滞納繰越分については２５.０％での算出であります。 

 その下の２法人の部分であります。現年度分については９９.０％、それから滞納繰越分につ

いてはこれまでの実績等から、この予算計上を算出しているというところでございます。 

 それから次に、固定資産税です。１固定資産税ということで、現年度分であります徴収率

９８.７％で計算をいたした上で、そこから５,０００万円の減額をさせていただいているという

ことでございます。この部分については下がるという見込みを立てた上での予算計上ということ

であります。その下の滞納繰越分ですけれども、これについては徴収率２０.０％での算出であ

ります。 

 それから、２固有資産等所在市町村交付金及び納付金です。現年度分として計上している部分
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ですけれど、これらにつきましては国とそれから県から示された額がございますので、それに併

せて予算計上をしているということであります。 

 それから、その下にまいります。軽自動車税、２環境性能割であります。現年度分として

１４０万４,０００円の予算計上、これについては県からの試算額、これらを基に算出をしてい

るというところです。 

 それから、その下の３種別割です。現年度分といたしましては、徴収率９９.０％で算出、さ

らにその下の滞納繰越分については、徴収率３０.０％での算出ということになっております。 

 それから、下ですけれども、町たばこ税であります。現年度分として３,５５０万円の予算計

上です。ここについては、過去３年分の調定額を参考に算出をいたしたところです。 

 次の１１ページに移ります。２段目ですけれども、入湯税、１入湯税です。現年度分３５０万

円、これについては直近２年分の傾向から算出をさせていただいたというところでございます。 

 その下です。地方譲与税というところからでございます。この部分から飛んでいただきまして、

１３ページの地方特例交付金まででございますが、これらにつきましては、国あるいは県からそ

れぞれ伸び率であったり、そうしたものが示された上での推計ということで、予算計上をさせて

いただいているというところで、見ていただければと思います。 

 それから、１３ページのほう進んでいただきまして、中段から下になりますけれども、地方特

例交付金の項の３新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金というところがあろ

うかと思います。金額にして４,９００万円の予算計上、この部分につきましては、いわゆる市

町村の固定資産税が減収をする場合に、当該減収額を補填するため、市町村に対し国から交付さ

れるという、こういう内容となっておりまして、国、県を通じてということでもありますけれど

も、示された金額を予算計上しているというところでございます。 

 それでは、その下です。地方交付税に移ります。地方交付税ということで、普通交付税であり

ます。見込みといたしましては２９億６,９２７万８,０００を見込んだところでございますが、

このうち５,０００万円を留保額ということにさせていただいて、その金額引きまして２９億

１,９２７万８,０００円を計上をさせていただきました。 

 同様に特別交付税ですけれども、見込みといたしましては３億８,４３７万７,０００円を見込

みまして、そこから３,０００万円の留保を引いた上で３億５,４３７万７,０００円の予算計上

ということにいたしたところでございます。 

 次のページに進んで、１４ページです。交通安全対策特別交付金でございます。個々の部分に

ついては、国から示された伸び率等がございますので、それを用いて算出をさせていただいてい

る金額でございます。 

 それから、その下です。分担金及び負担金、分担金です。５農林水産業費分担金、それからそ



- 148 - 

の下の７土木費分担金です。これらにつきましては、事業費等それぞれの事業の率によって算出

をさせていただいているというものであります。 

 うち１点、説明をさせていただきますと、農業費分担金、ここに４つほど分担金のメニューが

書いてますけれども、４つ目のところです。農地耕作条件改善事業分担金というところがあろう

かと思います。この部分については、先の全員協議会で説明をさせていただいたところでもあり

ますし、既に上程させていただきました分担金の徴収条例、ここでも説明をさせていただきまし

たけれども、あそこに当たる、関連してくるというところで見ていただければというふうに思い

ます。 

 それでは予算書１４ページ、下の段にまいります。今度は負担金です。まず２民生費負担金で

す。これらにつきましては、老人施設、養護老人ホームでありますけれども、そうしたところの

入所者あるいはサービスを利用される方からの負担金というものがここに含まれているというと

ころであります。 

 それから、その下の３衛生費負担金です。後期高齢者医療制度特別対策補助金１１３万円の予

算計上、内容といたしましては、広域連合からの補助金ということでありまして、後期高齢者の

被保険者の人間ドックの費用、これについて後期高齢から町のほうに補助金が入ってくるという、

こういう内容になっております。 

 それから、その下の７土木費負担金です。維持補修費負担金２７万円の予算計上がしてござい

ます。内容につきましては、今、津和野町と共同で事業を進めておるところですけれども、唐人

屋トンネルに係る部分ということで、お読みとりをいただければと思います。 

 次のページ、１５ページ進んでいただきまして、ここから使用料ということになってまいりま

す。 

 さらに、次の１６ページの上半分ですけれども、こちらには手数料ということで、これまでの

実績額、今後の見込み等からそれぞれ予算計上をさせていただいておるというところで、お読み

とりをいただければと思います。 

 予算書１６ページの下に移ります。この国庫支出金、国庫負担金であります、１民生費、国庫

負担金から次のページの２衛生費国庫負担金でありますが、これらについてはおよそ給付額に応

じて定められております負担割合、そうしたもので算出した金額を計上しているというところで

見ていただければと思います。 

 なお、予算書１７ページのちょうど中ほどですけれど、２衛生費国庫負担金の中に新型コロナ

ウイルスワクチン接種対策費負担金２,７０９万７,０００円の予算計上があるかと思います。こ

れについては、内容的には参考資料の８６ページをまた御確認いただければというふうに思いま

す。 
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 それでは次に移ります。１７ページの中段から下になります。国庫補助金です。まず１つ、

１総務費国庫補助金でありまして、個人番号カード交付金事業費補助金、それから社会保障・税

番号制度システム整備費補助金、これらにつきましては、歳出でいうところの電算管理費の関連

するところでの、歳入部分ということでございます。参考資料のページでいいますと３８ページ

のほうに、この部分は記載をしておるということです。 

 それから、その下の地方創生推進交付金です。９４２万７,０００円の予算計上、これについ

ては歳出が幾つか分かれておりまして、代表的なというか、申し上げますと吉賀高校費、それか

ら都市農村交流費、そうしたところの財源となるものでございます。 

 それから、その下です。２民生費国庫補助金、生活困窮者就労準備支援等事業補助金でありま

す。ここについては歳出で申し上げますと、生活保護総務費のところで予算計上をいたした部分

の財源となるところであります。参考資料でいうと７８ページに記載をしておるところです。 

 それから、その下ですけれども、子ども・子育て支援からさらにその下まで、保育対策という

部分があります。これらにつきましては、歳出で申し上げれば、保育所費、あるいは放課後児童

対策費、そうした歳出部分についての財源となるというところで見ていただければというふうに

思います。 

 次、１８ページに移ります。３衛生費国庫補助金のところを見ていただききますと、新型コロ

ナウイルスワクチン接種体制確保等事業費補助金２,０３３万４,０００円、予算計上があるかと

思います。歳出でいうところの予防費で予算計上をいたしたところの財源となるところでありま

して、資料で申し上げますと８６ページにその内容を記載をしておるところでございます。 

 それから、その下です。二酸化対策排出抑制対策事業費等補助金です。１億１,１２３万

２,０００円の予算計上がしてあるかと思います。これは、参考資料でいうと、１１４ページの

ところにその内容について記載をさせていただいておりますので、御確認いただければというふ

うに思います。 

 そうすると、次の５農林水産業費国庫補助金です。ここにまた地方創生推進交付金４２３万

８,０００円の予算計上が出てまいります。この部分は参考資料でいいますと、９６ページに記

載をしておる部分です。情報発信、特産品等を取り扱った印刷物、あるいはネットでの情報発信

という部分を、歳出のところで説明いたしましたが、そこの財源として、ここの推進交付金を充

当していくという、こういう内容になってまいります。 

 それから、７土木費国庫補助金です。社会資本整備総合交付金、それからこれが２つ続いてお

りまして、道路橋梁に係る部分、住宅に係る部分、それぞれ予算計上いたしたところであります。

これにつきましては、参考資料で申し上げますと、上の道路橋梁に関しましては１２０ページ、

１２２ページ、１２３ページにここの部分を記載をさせていただいています。 
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 一方、その下の住宅費の部分です。ここについては参考資料でいうと１２６ページ、

１２７ページ、１３２ページにその参考資料でいうところの特定財源の内訳欄にそれらが載って

きているというところでございます。 

 それから、次の９教育費国庫補助金です。公立学校情報機器整備費補助金２５０万円の予算計

上、これにつきましては参考資料でいうところの１３５ページに、その内容について記載をして

おりますので、見ていただければというふうに思います。 

 それでは、次のページに移ります。国庫支出金の委託金ということであります。１総務費委託

金、それから次の２民生費委託金、これらにつきましては説明欄記載のとおりということで、お

読みとりをいただければというふうに思います。 

 それから、その下に移りまして、県支出金、県負担金です。１民生費県負担金からその下、

４土木費県負担金、ここまでのところですけれども、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。

決められた率、あるいは算式等により予算計上をいたしておるという、こういう内容であります。 

 それでは、次のページに移ります。２０ページです。県支出金、県補助金であります。１総務

費県補助金から次のページ、さらに次のページ、２２ページまでまたがっておるところでござい

ますけれども、県補助金に関しましては、説明欄記載のとおりであります。県の補助制度の率

等々に応じて、予算を計上させていただいておるというふうに見ていただければと思います。 

 それでは、予算書は進んでいただきまして、２３ページです。今度、県支出金の委託金という

ところで、１総務費委託金から７教育費の委託金まででございます。これらにつきましても説明

欄にそれぞれ記載をさせていただいておりますので、お読みとりをいただければというふうに思

います。 

 それから、２４ページに移ります。財産収入、財産運用収入です。まず１財産貸付収入という

ことで、普通財産貸付収入、それからその下の教員住宅貸付収入というところがあろうかと思い

ます。貸付実績、あるいは貸付見込みというところから、歳入予算計上をしたというところでご

ざいます。 

 その下の利子及び配当金でありますけれども、これは記載のとおりということでございます。 

 それから、その予算書２４ページの下ですけれども、寄附金に移っていきまして、１寄附金で

す。ここで２番目の指定寄附金というところがあろうかと思います。１,０００万円の予算計上

ということで、歳出のところでも説明申し上げたとおり、同額での予算計上というところをお読

みとりいただければと思います。 

 それから、次の２５ページに移っていただきまして、繰入金、特別会計繰入金です。１小水力

発電事業特別会計繰入金ということで２,０００万円の金額となっております。昨年度は

１,４００万円ということでございましたが、増額をいたしまして２,０００万円の計上というと
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ころでございます。 

 それからその下、基金繰入金であります。１財政調整基金繰入金から９森林環境譲与税基金繰

入金、それぞれその基金に応じた事業に対して繰り入れ等、予算調整させていただいたというと

ころでございます。 

 それでは、次のページにいっていただいて、２６ページです。繰越金、それから繰越金と、そ

れから諸収入に移りまして延滞金、それから町預金利子、これらについては予算書記載のとおり

というところで見ていただければと思います。 

 それから、２６ページの中段から下でございます。諸収入、貸付金元利収入です。これらにつ

きましても、説明欄をお読みとりをいただければというふうに思います。 

 次の２７ページに移っていただきまして、中ほどからです。諸収入、雑入のところです。ここ

につきましても、説明欄に記載をいたしておりますので、ここからお読みとりをいただければと

思います。 

 １点、説明を加えておきます。予算書２７ページ、６総務費の雑入です。１総務管理費雑入の

返還金１億４,７０７万４,０００円の計上があると思います。これは、益田広域事務組合からの

返還金、基金をこれまでに何度か説明をさせていただいておりますけれども、その部分での予算

計上というところでございます。 

 それでは、次のページにいっていただきまして、２８ページの下です。町債でございます。

１過疎債から、次のページにいっていただいて、１５臨時財政対策債というところまででござい

ます。これらにつきましては、各種事業の財源として、それぞれ調整をさせていただいたという

ところで、お読みとりをいただければというふうに思います。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、当初予算の一般会計の説明が終わったところですが、ちょうど

きりがいいので、ここで１０分間休憩します。その後、質疑を行います。 

午後３時06分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時19分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 吉賀町一般会計当初予算を審議中ですが、詳細説明が先ほど終わったところですので、ただい

まから質疑を行います。質疑については量が多いので、例年のように歳出を６つに分け、歳入を

１つという格好で、全部で７つに分けて行います。 

 最初に、歳出の議会費及び総務費、それから１２０ページの給与明細費以降を最初に行います。

その次からは民生費等に移ります。 
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 最初に、歳出の議会費及び総務費及び１２０ページ以降の質疑を行います。 

 質疑を許します。質疑はありませんか。１１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  ４６ページ、賦課徴収費の税務住民課の分の００２賦課徴収費

で会計年度任用職員とありまして、先ほど説明の中では徴収専門員を置くということでありまし

た。どのような役場の中での体制になるのか、もう一度、御説明をお願いします。 

○議長（安永 友行君）  栩木税務住民課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  お答えします。以前から、この賦課徴収、特に滞納整理につき

ましては、決算時、それから監査のほうからもずっと指摘を受けておったところでございます。

なかなか、現在の人員では専門職員という形で配置するのが難しくて、兼務という形で今までや

ってまいりました。今年度、いろいろ内部でも協議をしまして、１人会計年度職員を入れまして、

今のところでは毎日という形ではなくて、担当職員と一緒に行動するということにしております

ので、週３日程度を今、考えております。それで、担当職員と２人体制という形で、特に訪問で

あったりとか、それから捜索であったりとか差し押さえであったりとか、そういった部分につき

まして、今まで以上に取り組みを強化していきたいというふうに思っております。 

 全体的には債権共同徴収委員会がございますので、そちらのほうで連携をとりながら、各課の

職員の皆さんにも御協力をいただきながら、滞納整理のほうはしていきたいと思うんですけども、

令和３年からはそういった形で税務住民課内に体制を整えて取り組むというものでございます。 

○議長（安永 友行君）  １１番、藤升議員。 

○議員（１１番 藤升 正夫君）  税務住民課内において行われるということです。それで、今も

各課との共同のこともありました。１人の人がいろんな滞納を抱えている場合はいいんですけど

も、税務住民課、通常の税じゃない、例えば水道であったり下水であったりとかの使用料とか、

そういうときだけの場合には建設水道課の担当の職員と一緒に動くというようなことになるのか

ということと、もう一点、この会計年度任用職員の方のいわゆる徴収、それから滞納等について

の研修、そういうようなものについては、どのようなことになるのか聞きます。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  先ほども申しましたように、債権共同徴収委員会がございまし

て、そこで情報の共有ということは今後ずっとやっていくわけなんですが、現在のところ、担当

それぞれの課の担当職員と税の担当の職員でチームをつくったり、課を飛び越えてチームをつく

って滞納整理に回っているという状況であります。今回の会計年度任用職員が全てそこができる

かというと、なかなかやっぱり１人でということだと難しいと思いますので、第一には担当課の

ほうがまずは対応するということで、今考えておりまして、主には税のほうを中心にやってもら

うというふうに考えております。 
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 それから、この会計年度任用職員につきましては、研修等は今、県と一緒に徴収をしておりま

すので、そういった県の徴収のところに同行したりしながら、研修をしていくという形でスキル

を付けていただきたいというふうに思っています。 

○議長（安永 友行君）  ３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  ３９ページの００４の地区組織活動費というところで、自治振興

交付金が１,０００万円計上されておりますが、たしかソフトとハードということで非常に使い

にくいという苦情といいましょうか、ということがあって、なかなか１００％使いきれてないと

いうことで、見直すということを聞いておりましたが、この件につきまして見直しはあるんでし

ょうか、どうでしょうか。そこをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。３９ページ、自治振興交付金１,０００万円計

上をさせていただいております。結論から申し上げますと、今年度につきましては従来どおりの

形で運用したいと考えております。いろんな御意見をうかがいながら対応していきたいと考えて

おります。 

 実のところ、集会所のあり方や自治会館のあり方、いろいろ御意見も頂いておりまして、先般

の９月の全員協議会で方向性を示させていただきましたが、基本的に今後のあり方としまして、

自治会館のあり方及び集会所のあり方、自治振興奨励金のあり方、自治振興交付金のあり方とい

うことで、この大きな４項目の方針を示させていただきまして、９月の全員協議会終了後、もう

一度、公民館単位で自治会長の皆様に集まっていただきまして、この全員協議会で説明したもの

と同じことを説明させていただきました。 

 自治振興交付金のあり方ということで、説明させていただきました内容は、地域づくり及び人

づくりには必要な支援制度であると声も多く、当面はこれまでどおりの運用とすると。今後、自

治振興奨励金を自治振興交付金の基礎額と統合することを検討し、自由度の高い交付金制度とす

るため、自治会長と協議を進めるということにさせていただいております。今後は協議をしなが

ら決めていきたいと思っておりますし、やはり公民館単位の自治会長様の意見によっては、自治

会長会で決めた方がいいのか、今後公民館単位で地域づくりを進める中で、そういう組織をつく

って決めたほうがいいのか、いろいろ御意見がありますので、早急に結論を出すのではなく、あ

る程度今の公民館のあり方と並行して検討をして、使いやすい交付金としていきたいと、今は考

えているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。それでは次に進めてよろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  それでは次に、民生費及び衛生費について、質疑を許します。質疑はあ
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りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  それでは、３番目の労働費及び農林水産業費に移ります。質疑を許しま

す。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。それでは、次に商工費及び土木費の質疑を許します。質

疑はありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  次にいきましょう。それでは、消防費及び教育費についての質疑を許し

ます。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。それでは、歳出は最後になります。公債費及び予備費に

ついて行います。質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。それでは、最後に歳入は全部の質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。 

 それでは、以上、本日のところは質疑については一応、全部行いましたので、質疑がないよう

ですので、日程第７、議案第３１号令和３年度吉賀町一般会計予算の質疑については保留をして

おきます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（安永 友行君）  以上で本日の日程は全部終了しましたので、本日はこれで散会をいたし

ます。 

 なお、参考資料が非常に今年はまた総務課の方の御努力で大変分かりやすくなっておりますの

で、資料と予算を突き合わせていただいたら、最後の質疑にも十分できると思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 なお、議員の皆様は明日午前中は現場視察でございます。午後には今朝ほどおつなぎしました

病院からの要望について、勉強形式の議員間討議を行い、まとめたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 なお、服装は午前中の作業着で結構でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、以上で本日はこれで散会とします。御苦労でございました。 
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午後３時39分散会 

────────────────────────────── 

 


